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本日のプレゼンテーションの概要

■ 二次医療圏データベースを公開 ■ がん医療の提供体制を簡易的に分析

http://www.weHness.co.jp/siteoperation/msd/ ｢社会保険旬報｣2011年6月11日号投稿論評を編集

医療圏データ

病院データ
地図データ

治療件数の動向

中核病院の所在
二次医療圏格差
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手術治療の動向

■手術件数は年率6%で増加する一方､実施施設数は小規模

病院を中心に減少傾向にある｡

手術件数の推移
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実施施設数の推移
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旦診療所 小規模病院 (20-199床)

旦中規模病院 (200～399床) 大規模病院 (400床以上)
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手術治療の動向

■病床規模別にみると､中･大規模病院割合が87% に達して

おり､一定の規模を有する病院に症例の集約が進んでいると

H14 H17 H20

≠! j診療所

王室芦型 中規模病院

-一･･一中 ･大規模病院の割合
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手術治療の動向

■がん種別にみると､手術件数の少ないがん種ほど､一定の

病床規模を有する病院で実施されている割合が高い｡専門医
配置状況や治療の専門性等が影響しているとみられる｡

がん種別の実施施設数と中･大規模病院の割合 がん種別の手術件数と中･大規模病院の割合
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放射線治療の動向

■ 放射線治療は､大規模病院中心に実施されており､手術と
放射線治療の両方を行う中小規模病院は限定的とみられる｡

実施施設数の推移
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手術実施施設数に対する比率(平成23年)
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放射線治療の動向

1 患者数の中･大規模病院の割合が97%に達しており､手術

治療以上に大規模病院への集約が進んでいるとみられる｡

病床規模別放射線治療件数の推移
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1病院あたり放射線治療件数の推移
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手術件数の多い病院の所在

■ 人口規模が大きいほど､一定の治療件数を確保する病院は
多い傾向にあるが､医療圏によってばらつきは大きい｡人口が
20万を下回る医療圏では､当該病院は限定的である｡

手 術 年 間 1,000 件 以 上 実 施 病 院 の 所在 状 ;R) 人口多い割に中核病院が限定的 次̀項' l 区中央竿(東京,大阪(,大阪,
人口規模 / がん手術年間1.000件以上実施病院数 f

分類 医療匿l数 0 2 3 4 5 6 7 8 9 l10

合計 348 237一 33 7 2 3 2 0 0＼ 1 J.

100万人以上 28′ 1 4 10 5 2 3 2 0 0＼o 1

50万人以上100万人未満 53＼ 15I 22 13 2 0 0 0 0 0 1 0
30万人以上50万人未満 55 26 19 10 0 0 0 0 0 0 0 0
20万人以上30万人未満 49 36 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10万人以上20万人未満 74704 0～ 0 0 0 0 0 0 0 0
10万人未満 89 89 0 0 0 0 0 0 0 0 0

＼

.淫君/平成21年7,5-12.号の6ケRノ野の産声2虐｢年顔g)LT葉,,訂LTtli;OがX′の手跡あEJG勿TごついTIO伴兼題はifD伴とLT

尉 Lていi o
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手術件数の多い病院の所在

■がんは脳卒中や急性心筋梗塞等に比べて治療の待機性が
相対的に高いことから､診療圏は比較的広範囲になることが
想定される｡

人口規模が大きい割に年間1,000件以上 実 施 病 院 が 少 ない医療 圏 一 覧 癌研有明に集約､その他は区中央部等に流出か

人口規模 がん手術年間1,000件以上実施病院数 /0 ノ 1

100万人以上 区東北部(真意血) 東部(埼玉県) 東葛南部(千葉県) (A,83%,E3 南多摩(東京都)

50万人以上 那(埼玉県J 印椿 尾張西部 村山 横須賀.三浦 西部 中河内 長崎

(千葉県) (愛知県) (山形県) (神奈川県) (静岡県) (大阪庶) (長崎県)

悪 態,l 北多摩西部 知多半島 川越比企 湘南西部 尾張北部 南河内 鹿児島(東京都) (愛知県) (埼玉県) (神奈川県) (愛知県) (大阪庶) (鹿児島県)

県央 湘南東部 泉州 北多摩北部 富山 東三河南部 東播磨
100万人未満 (埼玉県) (神奈川県) (大阪府) (東京都) (富山県) (愛知県) (兵庫県)

亨監 県J 県央 阪神北 川崎北部 駿東田方 北勢 中播磨(神奈川県) (兵庫県) (神奈川県) (静岡県) (三重県) (兵庫県)

∃監孟 長野 南部 川崎南部 静岡 三島 福山t府中(長野県) (沖縄県) (神奈川県) (静岡県) (大阪庶) (広島県)Jヽ

/fL,-fE/平成21年7,5-12R の6ケ月GBfa)膚を2度働 鼻)Lて新 LTいる oノがX′の手節-aLJG例γ=ついTIO伴禾ノ渚はifD件とLI

鼻.iafLTいio

J労ノ!-軌 棚 音戸デ,@m･DPC鼎肝分#会.資材｢平ノ成22年6R308) 9



､治療供給の二次医療圏格差

■ 人口10万あたりがん手術件数の医療圏分布をみると､その
格差は大きい｡医療圏を越えた受診行動も一般的と見られる｡

人口10万あたり手術件数(平成23年)

地域分類の前提条件

･大都市:人口100万人以上､又は

人口密度1,000人/km2以上
･地方都市:人口30万人以上､又は

人口密度200人～1,000人/km2
･その他:人口30万人未満かつ

崖J,-fE.厚顔三野あ猷 た.XBJ,-5?行勢きみi5/こぼ.人D10万人あたEjbt+L居着身 (,5着

屠庄遡)と人D10万人あ71-ÊZ)手WJ拝顔■｢,5着が普虜を.穿けTtli5虜J#)の 〆,
全屠 分有を此蔚ti方法かぎiLLIZi.tt.ここでは､人D IO万人あたEJのがん q9
居着身やステ-ジMのpBy倉がほぼ一足と庶定Lて暦易Gg/=ガ#芽行って11i o

8/節/仰 .@iiZT>#会席摩･̂ D聯 究J!-#市区脚 将来##人D
(平成20年齢 )
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治療供給の二次医療圏格差

■手術治療と放射線治療の供給のバランスを見ると､医療圏
毎にその傾向は異なる｡

人口10万あたり手術件数×放射線治療患者数
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治療供給の二次医療圏格差

■手術治療の供給と1病院あたり生産性のバランスを見ると､
医療圏毎にその傾向は異なる｡

人口10万あたり手術件数×実施1病院あたり手術件数
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将来人口の二次医療圏格差

●将来の人口動態､需要動向を踏まえた対応が求められる｡

全人口増加率×65歳以上人口増加率(2010年一一2025年)
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総括

■治療内容､がん種､医療圏毎に状況が異なる環境下､地域の
実情を踏まえた医療提供体制のあり方について検討を要する｡

■ヘルスケアの価値向上を目的とした地域単位での診療情報の
統合､可視化が求められている｡(下図はイメージ)

評価

車用
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患者が求めるがん医療情報と相談の提供

声を聴き合う患者たち&ネットワーク｢VOL-Net｣

代表:伊藤 朋子
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<患者会活動の中での患者の声から見えてくる課題>

検査～告知～治療初期の時点での多くの患者の行動は､本人若しくは
家族がインターネットで情報収集+知人への情報収集

情幸馴文集しようとして患者がぶつかる壁-大量の情報

ex.Googleで｢乳がん｣検索-385万ヒット(2012年12月)
これだけヒットしても

1

いい病院はどこ?いい先生は誰?…､､いい"基準って?
他に治療法はないの?
～をやってくれる病院はどこ?...､､～"は本当に適切?

.病気の情報

.病院･医師の情報

.選択肢の多い治療法

.具体的な生活に関するもの

情報ニーズは多岐に渡り増加しているが...
どこに確かな情報があるのか?自分にとって必要な情報は何なのか?
情報の波なのかで翻弄される患者が増えています(相談支援センターの
ある病院に行っていても活用されていないことが多い)



<患者会活動の中での患者の声から見えてくる課題>

がん治療に入ること

≒ほとんどの患者にとって未知の世界へ踏み出すこと

未知の国へ旅するときに必要な&あると嬉しい情報･サポート

国の地図やガイドブック

基本的な旅程表､オプション等を-緒に考えてくれるコーディネ-タ-

添乗員､通訳､ガイド

※ 適切な情報提供とサポートの提供は､疾病､治療､今後の生活に対

して､未知のものから予測でき対処できるものへ認知を変化させ､

QOLを高める可能性が大きいと思われる

しかし､患者のみでは適切な情報やサポートが取得しづらい

1

現在は支援のリソースが無いわけではないのに､患者に届いていないと
いう感覚を､患者会運営の中で持っております｡相談支援センターの位

巌

腿

置づけや支援内容も含め､患者が悩むこと相談すること情報を
ためのナビゲートや相談を､どのような形で提供すると患者に届
がん診療提供体制のあり方を考えるときに組み入れていただけ
希望しております｡

- ■



報

どこから

手をつける?

どのサポートを

どの時期に?



患者視点でがん医療に求めること

望まれる医療連携システムの構築

退院後の空白を埋める医療

発表者 : 緒方 真子
神奈川県立がんセンター
患者会 ｢コスモス｣ 世 話人代表



l.退院後の患者の現状

入院日数が短くなった - 退院後の医療の空白

※辛い身体症状をかかえたままの退院

※再発や社会復帰への不安をかかえたままの退院

※民間療法､健康食品への戸惑い

※通院治療増に伴う心身の負担大

※寄り添う医療､相談先が不在

※特に､一人暮らしの患者の不安は深刻

医療連携の必要性大



ll.退院後の医療連携の現状

連携不充分

緩和ケア外来

1二

身近な病院やかかりつけ医

ほとんど末期患者の為のみ
必要としている患者に届いていない

> 不充分

連携が徹底していない
患者や家族にその概念がない



日.望まれる空白を埋めるシステム

退院と同時に､必要とする患者に自動的に届く医療連携

r i:

訪問看護

緩和ケア外来

かかりつけ医

身近な病院

メリット↓

F

■
り

･短い入院期間への不安軽減

･社会復帰 ･自分復帰への支え

･自然な形で､終末医療へ



検討会の今後の論点及び進め方(莱)
第1段階

がん診療提供体制の現状･課題を踏まえ､特に今後のがん診療連携拠点病院のあり方
(2次医療圏に原則1つや空白の医療圏の問題等)を考える｡

第2段階

がん診療連携拠点病院のあり方をまとめた上で､がん対策推進基本計画を踏まえ､がん
診療連携拠点病院の要件案を策定する｡
※要件の見直しは検討会で大きな方向性を示した後､個別具体的な要件については､検討会のもと

にワーキンググループを設置して検討してはどうか｡

※方向性を示す際､重要な分野(例:地域連携等)については､検討会でも重点的に議論する｡

※｢緩和ケア｣に関する拠点病院の要件案は､現在｢緩和ケア推進検討会｣で議論していることから､

本検討会では主に緩和ケア以外の分野について要件案を議論する｡

※要件案の策定にあたっては､｢がん対策推進協議会｣の意見も踏まえることとする｡

第3段階

ワーキンググループで拠点病院要件案を策定している間､検討会では､拠点病院の要件
以外の課題(例:拠点病院の評価､がん医療の質の評価､情報提供等)について議論して
はどうか｡

第4段階
ワーキンググループの策定した拠点病院要件案を議論しとりまとめる0
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匡亘亘司

がんは､日本で昭和56 (1981)年より死因の第 1位であり､平成22

(2010)年には年間約35万人が亡くなり､生涯のうちに約2人に1人が

がんにかかると推計されている｡こうしたことから､依然としてがんは国民の

生命と健康にとって重大な問題である｡

日本のがん対策は､昭和59 (1984)年に策定された ｢対がん10カ年

総合戦略｣､平成6 (1994)年に策定された ｢がん克服新 10か年戦略｣､

平成 16 (2004)年に策定された ｢第3次対がん 10か年総合戦略｣に基

づき取り組んできた｡

さらに､がん対策のより一層の推進を図るため､がん対策基本法 (平成･18

年法律第98号｡以下 ｢基本法｣という｡)が平成 18 (2006)年6月に成

立し､平成 19 (2007)年4月に施行され､基本法に基づき､がん対策を

総合的かつ計画的に推進するための ｢がん対策推進基本計画｣(以下 ｢前基本計

画｣という｡)が平成19 (2007)年6月に策定された｡

前基本計画の策定から5年が経過した｡この間､がん診療連携拠点病院 (以

下 ｢拠点病院｣というO)の整備や緩和ケア提供体制の強化､地域がん登録の充

実が図られるとともに､がんの年齢調整死亡率は減少傾向で推移するなど､一

定の成果を得られた｡

りかん
しかしながら､人口の高齢化とともに､日本のがんの罷患者の数､死亡者の

数は今後とも増加していくことが見込まれる中､がん医療や支援について地域

格差や施設間格差がみられ､それぞれの状況に応じた適切ながん医療や支援を

受けられないことが懸念されているoまた､これまで重点課題として取り組ま

れてきた緩和ケアについては､精神心理的な痛みに対するケアが十分でないこ

と､放射線療法や化学療法についても更なる充実が必要であること等に加え､

新たに小児がん対策､チーム医療､がん患者等の就労を含めた社会的な問題､

がんの教育などの課題も明らかとなり､がん患者を含めた国民はこうした課題

を改善していくことを強く求めている｡

この基本計画は､このような認識の下､基本法第9条第7項の規定に基づき

前基本計画の見直しを行い､がん対策の推進に関する基本的な計画を明らかに
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するものであり､国が各分野に即した取り組むべき施策を実行できる期間とし

て､平成24 (2012)年度から平成28 (2016)年度までの5年程度

の期間を一つの目安として定める｡

また､この基本計画の策定に当たっては_基本法に基づき､がん対策推進協

議会 (以下 ｢協議会｣という｡)の意見を聴くことになっている｡また､専門

的な知見を要する分野である小児がん､緩和ケア､がん研究については協議会

の下に専門委員会が設置され､報告書が協議会へ提出された｡

今後は､基本計画に基づき､国と地方公共団体､また､がん患者を含めた国

民､医療従事者､医療保険者､学会､患者団休を含めた関係団体とマスメディ

ア等 (以下イ関係者等｣という｡)が一体となってがん対策に取り組み､がん患

者を含めた国民が､様々ながんの病態に応じて､安心かつ納得できるがん医療

や支援を受けられるようにするなど､｢がん患者を含めた国民が､がんを知り､

がんと向き合い､がんに負けることのない社会｣の実現を目指す｡

r第1 基本方針

1 がん患者を含めた国民の視点に立ったがん対策の実施

基本法の基本理念に基づき､国､地方公共団体と関係者等は､がん患者を含

めた国民が､がん対策の中心であるとの認識の下､がん患者を含めた国民の視

点に立ってがん対策を実施していく必要がある｡

2 重点的に取り組むべき課題を定めた総合的かつ計画的ながん対策の実施

基本計画では､がん対策を実効あるものとしてより一層推進していくため､

重点的に取り組むべき課題を定める｡

また､がんから国民の生命と健康を守るためには､多岐にわたる分野の取組

を総合的かつ計画的に実施していく必要がある｡

3 目標とその達成時期の考え方

基本計画では､これまでの政府のがん対策に関する目標との整合性を図りつ

つ､全体目標とそれを達成するために必要な分野別施策の個別目標を設定する｡
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また､原則として､全体目標と個別目標を達成するために要する期間を設定す

る｡

第2 重点的に取り組むべき課題

1 放射線療法､化学療法､手術療法の更なる充実とこれらを専門的に行う医療

従事者の育成

がんに対する主な治療法には､手術療法､放射線療法､化学療法 (この基本

計画では薬物療法等を含むものとする｡)などがあり､単独又はこれらを組み合

わせた集学的治療が行われている｡

日本では､胃がんなど､主として手術療法に適したがんが多かったこともあ

り､外科医が化学療法も実施するなど､がん治療の中心を担ってきた｡

しかしながら､現在は､がんの種類によっては､放射線療法が手術療法と同

様の治療効果を発揮できるようになるとともに､新たな抗がん剤が多く登場し､

化学療法の知見が蓄積されてきたことから､様々ながんの病態に応じ､手術療

法､放射線療法､化学療法､さらにこれらを組み合わせた集学的治療がそれぞ

れを専門的に行う医師の連携の下実施されていくことが求められている｡

一方で､今も手術療法ががん医療の中心であることに変わりはないが､外科

医の人員不足が危倶され､外科医の育成や業務の軽減が早急に改善すべき課題

となっている｡

このため､これまで手術療法に比べて相対的に遅れていた放射線療法や化学

療法の推進を図ってきたが､今後は､放射線療法､化学療法､手術療法それぞ

れを専門的に行う医療従事者を更に養成するとともに､こうした医療従事者と

協力してがん医療を支えることができるがん医療に関する基礎的な知識や技能

を有した医療従事者を養成していく必要がある｡

また､医療従事者が､安心かつ安全で質の高いがん医療を提供できるよう､

各職種の専門性を活かし､医療従事者間の連携と補完を重視した多職種でのチ

ーム医療を推進する必要がある｡



2 がんと診断された時からの緩和ケアの推進

がん患者とその家族が可能な限り質の高い生活を送れるよう､緩和ケアが､

がんと診断された時から提供されるとともに､診断､治療､在宅医療など様々

な場面で切れ目なく実施される必要がある｡

しかしながら､日本では､欧米先進諸国に比べ､がん性療病の緩和等に用い

られる医療用麻薬の消費量は少なく､がん性療病の緩和が十分でないと推測さ

れること､がん医療に携わる医師の緩和ケアの重要性に対する認識もまだ十分

でないこと､国民に対しても未だ緩和ケアに対する正しい理解や周知が進んで

いないこと､身体的苦痛のみならず精神心理的苦痛への対応も求められている

こと等からー緩和ケアはまだ十分にがん医療に浸透していないと考えられる｡

このため､がん医療に携わる医療従事者への研修や緩和ケアチームなどの機

能車化等により､がんと診断された時から患者とその家族が､精神心理的苦痛

に対する心のケアを含めた全人的な緩和ケアを受けられるよう､緩和ケアの提

供体制をより充実させ､緩和ケアへのアクセスを改善し､こうした苦痛を緩和

することが必要である｡

また､がん患者が住み慣れた家庭や地域での療養や生活を選択できるよう､

在宅緩和ケアを含めた在宅医療 ･介護を提供していくための体制の充実を図る

必要がある｡

3 がん登録の推進

がん登録はがんの罷恵やがん患者の転帰､その他の状況を把握し､分析する

仕組みであり､がんの現状を把握し､がん対策の基礎となるデータを得るとと

もに､がん患者に対して適切ながん医療を提供するために不可欠なものである｡

地域がん登録は平成24 (2012)年度中に全ての都道府県で実施される

予定であり､参加している医療機関や届出数も増加しているが､届出の義務が

ないこと､患者の予後を把握することが困難であることなどいくつかの問題が

ある｡

このため､個人情報の保護を徹底しつつ､こうした問題を解決し､患者を含

めた国民ががん登録情報をより有効に活用できるよう､法的位置付けの検討も
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含めて､がん登録を円滑に推進するための体制整備を図ることが必要である｡

4 働く世代や小児へのがん対策の充実

毎年20歳から64歳までの約22万人ががんに羅患し､約7万人ががんで

死亡している｡また､がんは40代より死因の第1位となり､がんは高齢者の

みならず働く世代にとっても大きな問題である.

働く世代ががんに擢患し社会から離れることによる影響は､本人のみならず

家族や同僚といった周りの人にも及ぶ｡こうした影響を少なくするため､働く

世代-のがん対策を充実させ､がんをなるべく早期に発見するとともに､がん

患者等が適切な医療や支援により社会とのつながりを維持し､生きる意欲を持

ち続けられるような社会づくりが求められている｡

このため､働く世代のがん検診受診率を向上させるための対策､年齢調整死

亡率が上昇している乳がん ･子宮粟がんといった女性のがんへの対策､がんに

罷患したことに起因する就労を含めた社会的な問題等への対応が必要である｡

また､小児についても､がんは病死原因の第 1位であり､大きな問題である｡

医療機関や療育 ･教育環境の整備､相談支援や情報提供の充実などが求められ

ており､小児がん対策についても充実を図ることが必要である｡

匝3 全体日一様r

がん患者を含めた国民が､様々ながんの病態に応じて､安心かつ納得できる

がん医療や支援を受けられるようにすること等を目指して､｢がんによる死亡者

の減少｣と ｢全てのがん患者とその家族の苦痛の軽減と療養生活の質の維持向

上｣に ｢がんになっても安心して暮らせる社会の構築｣を新たに加え､平成 1

9 (2007)年度から10年間の全体目榛として設定する｡

1 がんによる死亡者の減少

平成19 (2007)年度に掲げた10年間の目標である ｢がんの年齢調整

死亡率 (75歳未満)の20%減少｣について､年齢調整死亡率は減少傾向で

あるが､昨今は減少傾向が鈍化している｡今後5年間で､新たに加えた分野別

施策を含めてより一層がん対策を充実させ､がんによる死亡者を減少させるこ
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とを目標とする｡

2 全てのがん患者とその家族の苦痛の軽減と療養生活の質の維持向上

がん患者の多くは､がん性療病や､治療に伴う副作用 ･合併症等の身体的苦

痛だけでなく､がんと診断された時から不安や抑うつ等の精神心理的苦痛を抱

えているoまた､その家族も､がん患者と同様に様々な苦痛を抱えているO

さらに､がん患者とその家族は､療養生活の中で､こうした苦痛に加えて､

安心 .納得できるがん医療や支援を受けられないなど､様々な困難に直面して

いる｡

このため-がんと診断された時からの緩和ケアの実施はもとより､がん医療

や支援の更なる充実等により､｢全てのがん患者とその家族の苦痛の軽減と療養

生活の質の維持向上｣を実現することを目標とする｡

3 がんになっても安心して暮らせる社会の構築

がん患者とその家族は､社会とのつながりを失うことに対する不安や仕事と

治療の両立が雛しいなど社会的苦痛も抱えている｡

このため､これまで基本法に基づき､がんの予防､早期発見､がん医療の均

てん化､研究の推進等を基本的施策として取り組んできたが､がん患者とその

家族の精神 Ll理的 ･社会的苦痛を和らげるため､新たに､がん患者とその家族

を社会全体で支える取組を実施することにより､｢がんになっても安心して暮ら

せる社会の構築｣を実現することを目標とする｡

第4 分野別施策と個別目標

1.がん医療

(1)放射線療法､化学療法､手術療法の更なる充実とチーム医療の推進

(現状)

がん医療の進歩は目覚ましく､平成 12 (2000)年から平成 14 (20

02)年までに診断された全がんの5年相対生存率は57%と3年前に比べて

約3%上昇しており､年齢調整死亡率も1990年代後半から減少傾向にある

が､一方で原発巣による予後の差は大きく.障膿がん､肝臓がん､肺がんの5
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年相対生存率はそれぞれ6%､ 27%､29%と依然として低い現状にある｡

このため､特に日本に多いがん (肺 ･胃･肝 ･大腸 ･乳)を中心に､手術療

法､放射線療法､化学療法などを効果的に組み合わせた集学的治療や緩和ケア

の提供とともにがん患者の病態に応じた適切な治療の普及に努め､拠点病院を

中心に院内のクリティカルパス (検査と治療等を含めた診療計画表をいう｡)を

策定し､キャンサーボー ド (各種がん治療に対して専門的な知識を有する複数

の医師等が患者の治療方針等について総合的に検討するカンファレンスをい

う｡)などを整備してきた｡また､放射線療法や化学療法に携わる専門的な知識

と技能を有する医師をはじめとする医療従事者の配置やリニアックなどの放射

線治療機器の整備など､特に放射線療法と化学療法の推進を図ってきた｡

しかし､これまで医療体制の量的な整備が進められてきた一方､患者が自分

の病状や検査 ･治療内容､それに伴う副作用 ･合併症などについて適切な説明

を受け､十分に理解した上で自身の判断で治療方針などに対して拒否や合意を

選択するインフォーム ド･コンセントが十分に行われていない､あるいは､患

者やその家族が治療法を選択する上で第三者である医師に専門的見解を求める

ことができるセカンドオピニオンが十分に活用されていないなど､患者やその

家族の視点に立った医療体制の質的な整備が依然として十分でないと指摘され

ている｡

また､近年､医療の高度化や複雑化とニーズの多様化に伴い､放射線療法や

化学療法の専門医の不足とともに外科医の不足が指摘されている｡こうした医

師等への負担を軽減し診療の質を向上させるため､また､治療による身体的､

精神心理的負担を抱える患者とその家族に卸して質の高い医療を提供しきめ細

やかに支援するため､多職種で医療にあたるチーム医療が強く求められるよう

になっている｡

この他､拠点病院を含む医療機関では､放射線治療機器や手術機器の多様化

などに伴う医療技術の施設間格差や実績の格差が生じていることから､地域で

の効率的な医療連携や役割分担などによる地域完結型の医療体制を整備する必

要性も指摘されている｡



(取り組むべき施策)

○チーム医療とがん医療全般に関すること

拠点病院を中心に､医師による十分な説明と患者やその家族の理解の下､イ

ンフォーム ド.コンセントが行われる体制を整備し､患者の治療法等を選択す

る権利や受療の自由意思を最大限に尊重するがん医療を目指すとともに､治療

中でも､冊子や視覚教材などの分かりやすい教材を活用し､患者が自主的に治

療内容などを確認できる環境を整備する｡

患者とその家族の意向に応じて､専門的な知識を有する第三者の立場にある

医師に意見を求めることができるセカンドオピニオンをいつでも適切に受けら

れ､患者自らが治療法を選択できる体制を整像するとともに､セカンドオピニ

オンの活用を促進するための患者やその家族への普及啓発を推進する｡

学会や関連団体などは､がんの治療計画の立案に当たって､患者の希望を踏

まえつつ､標準的治療を提供できるよう､診療ガイドラインの整備を行うとと

もに､その利用実態を把握し､国内外の医学的知見を蓄積し､必要に応じて速

やかに更新できる体制を整備する｡また､患者向けの診療ガイドラインや解説

の充実など､患者にとって分かりやすい情報提供に努め､国はこれを支援する｡

より正確で質の高い画像診断や病理診断とともに治療方針を検討できるよう､

放射線診断医や病理診断医等が参加するキャンサーボー ドを開催するなど､が

んに対する的確な診断と治療を行う診療体制を整備する｡

患者とその家族の抱える様々な負担や苦痛に隷応し､安心かつ安全で質の高

いがん医療を提供できるよう､手術療法､放射額療法､化学療法の各種医療チ

ームを設置するなどの体制を整備することにより､各織種の専門性を活かし､

医療従事者間の連携と補完を重視した多職種でのチーム医療を推進する｡

各種がん治療の副作用 ･合併症の予防や軽減など､患者の更なる生活の質の

向上を目指し､医科歯科連携による口腔ケアの推進をはじめ､食事療法などに

よる栄養管理やリハビリテーションの推進など､職種間連携を推進する｡

患者とその家族に最も近い職種として医療現場での生活支援にも関わる看護

領域については､外来や病棟などでのがん看護休制の更なる強化を図る｡

また､患者の安全を守るため､様々な医療安全管理の取組が進められてきた
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ところであるが､診療行為には一定の危険性が伴うことを踏まえ､医療従事者

等が協力して､がん医療の質と安全の確保のための取組を一層推進する｡

腫癌センターなどのがん診療部を設置するなど､各診療科の横のつながりを

重視した診療体制の構築に努める｡

この他､質の高いがん医療を推進する一環として､国や地方公共団体は拠点

病院をはじめとする入院医療機関とともに地域の医療機関の連携と役割分担を

図り､特に高度な技術と設備等を必要とする医療については地域性に配慮した

計画的な集約化を図るo

O放射線療法の推進

国や地方公共団体は､拠点病院をはじめとする入院医療機関などと､放射線

療法の質を確保し､地域格差を是正し均てん化を図るとともに､人員不足を解

消する取組に加えて､一部の疾患や強度変調放射線治療などの治療技術の地域

での集約化を図る｡

医療安全を担保 した上で､情報技術を活用し､地域の医療機関との間で放射

線療法に関する連携と役割分担を図る｡

放射線治療機器の品質管理や質の高い安全な放射線療法を提供するため､放

射線治療の専門医､専門看護師 ･認定看護師､放射線治療専門放射線技師､医

学物理士など専門性の高い人材を適正に配置するとともに､多職種で構成され

た放射線治療チームを設置するなど､患者の副作用 ･合併症やその他の苦痛に

対しても迅速かつ継続的に対応できる診療体制を整備する｡

放射線治療機器については､先進的な放射線治療装置､重粒子線や陽子線治

療機器などの研究開発を推進するとともに､その進捗状況を加味し､医療従事

者等が協力して､国内での計画的かつ適正な配置を検討する｡

○化学療法の推進

化学療法の急速な進歩と多様性に対応し､専門性が高く､安全で効果的な化

学療法を提供するため､化学療法の専門医やがん薬物療法認定薬剤師､がん看

護や化学療法等の専門看護師 .認定看護師など､専門性の高い人材を適正に配

置するとともに､多職種で構成された化学療法チームを設置するなど､患考の

副作用 ･合併症やその他の苦痛に対して迅速かつ継続的に対応できる診療体制
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を通院治療を含めて整備する｡

○手術療法の推進~

より質の高い手術療法を提供するため､拠点病院をはじめとする入院医療機

関は､外科医の人員不足を解消し､必要に応じて放射線療法や化学療法の専門

医と連携するなど､各医療機関の状況に合わせた診療体制を整備するとともに､

学会や関係団体などと連携し､手術療法の成績の更なる向上を目指し､手術療

法の標準化に向けた評価法の確立や教育システムの整備を行う｡

〔

国や地方公共団体は､拠点病院をはじめとする入院医療機関などとともに､

高度な先端技術を用いた手術療法や難治性希少がんなどに対して､地域性に配

慮した一定の集約イヒを図った手術療法の実施体制を検討する｡

手術療法による合併症予防や術後の早期回復のため､麻酔科医や手術部位な

どの感染管理を専門とする医師､口腔機能 ･衛生管理を専門とする歯科医師な

どとの連携を図り､質の高い周術期管理体制を整備するとともに､術中迅速病

理診断など手術療法の方針を決定する上で重要な病理診断を確実に実施できる

体制を整備するD

(個別目標)

患者とその家族が納得して治療を受けられる環境を整備し､3年以内に全て

の拠点病院にチーム医療の体制を整備することを目標とする｡

診療ガイ ドラインの整備など､手術療法ー放射線療法､化学療法の更なる質

の向上を図るとともに､地域での各種がん治療に関する医療連携を推進するこ

とによりー安r'h-lbかつ安全な質の高いがん医療のj是供を目標とする｡

(2)がん医療に携わる専門的な医療従事者の育成

(現状)

がんの専門医の育成に関しては､厚生労働省では､平成 19 (2007)年

からeラーニングを整備し､学会認定専門医の育成支援を行っている｡また､

文部科学省では､平成 19 (2007)年度から平成23 (2011)年度ま

でに ｢がんプロフェッショナル養成プラン｣を実施 し､大学では､放射線療法

や化学療法､緩和ケア等のがん医療に専門的に携わる医師､薬剤師､看護師､

診療放射線技師､医学物理士等の医療従事者の育成を行っている｡その他､国､

学会､拠点病院を中心とした医療機関､関係団体､独立行政法人国立がん研究

センター (以下 ｢国立がん研究センター｣という｡)などで､医療従事者を対象
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として様々な研修が行われ､がん診療に携わる専門的な栗剤師､看護師等の認

定や育成を行っている｡

しかし一方で､放射線療法､化学療法､緩和ケア､口腔ケア等のがん医療に

専門的に携わる医師や歯科医師をはじめ､薬剤師や看護師等の医療従事者の育

成が依然として不十分である他､多様化かつ細分化した学会認定専門医制度に

なっており､専門医の質の担保や各医療機関の専門医の情報が国民に分かりや

すく提供されていないなどの指摘がある｡

(取り組むべき施策)

質の高いがん医療が提供できるよう､より効率的かつ学習効果の高い教材の

開発や学習効果に対する評価､大学間連携による充実した教育プログラムの実

施等により､がん関連学会と大学などが協働して専門医や専門医療従事者の育

成を推進する｡

大学に放射線療法､化学療法､手術療法､緩和ケアなど､がん診療に関する

教育を専門的かつ臓器別にとらわれない教育体制 (例えば ｢臨床腫癌学講座｣

や ｢放射線腰痛学講座｣など)を整備するよう努める｡

がん医療に携わる医療従事者の育成に関わる様々な研修を整理し､より効率

的な研修体制を検討するとともに､国､学会､拠点病院を中心とした医療機関､

関係団体､国立がん研究センター等は､研修の質の維持向上に努め､引き続き､

地域のがん医療を担う医療従事者の育成に取り組む｡また､医療機関でもこう

した教育プログラムへ医療従事者が参加しやすい環境を整備するよう努める｡

(個別目標)

5年以内に､拠点病院をはじめとした医療機関の専門医配置の有無等､がん

患者にとって分かりやすく提示できる体制の整備を目標とするO

また､関連学会などの協働を促し､がん診療に携わる専門医のあり方を整理

するとともに､地域のがん医療を担う専門の医療従事者の育成を推進し､がん

医療の質の向上を目標とする｡

(3) がんと診断された時からの緩和ケアの推進

(現状)

緩和ケアとは､ ｢生命を脅かす疾患による問屋副=直面している患者とその家

族に対して､痛みやその他の身体的問題､心理社会的問題､スピリチュアルな
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問題を早期に発見し､的確なアセスメントと対処を行うことによって､ 苦しみ

を予防し､和らげることで､QOLを改善するアプローチである｣ (世界保健

機関より)とされている｡したがって､緩和ケアは精神心理的､社会的苦痛を

含めた全人的な対応が必要であり､その対象者は､患者のみならず､その家族

や遺族も含まれている｡

このため､前基本計画の重点課題に｢治療の初期段階からの緩和ケアの実施｣

を掲げ､全ての拠点病院を中心に､緩和ケアチームを整備するとともに､がん

診療に携わる医師に対する緩和ケア研修会の開催の他､緩和ケアの地域連携な

どについても取り組んできた｡

しかし､E}本の医療用麻薬消費量は増加傭向にあるが､欧米先進諸国と比較

すると依然として少なく､がん性癖痛に苦しむがん患者の除痛がまだ十分に行

われていないことが推測される他､がんと診断された時から､身体的苦痛だけ

でなく､不安や抑うつなどの精神心理的苦痛､就業や経済負担などの社会的苦

痛など､患者とその家族が抱える様々な苦痛に対して､迅速かつ適切な緩和ケ

アががん診療の中でまだ十分に提供されていない｡

また､拠点病院に設置されている専門的緩和ケアを提供すべき緩和ケアチー

ムの集積や体制等に質の格差が見られる他､専門的な緩和ケアを担う医療従事

者が不足しているDさらに､こうした緩和ケアの質を継続的に評価し還元でき

る体制も不十分である｡

この他ゝ国二民の医療用麻薬への誤解や緩和ケアが終末期を対象としたものと

する誤った認識があるなど､依然として国民に対して緩和ケアの理解や周知が

進んでいない｡

(取り組むべき施策)

患者とその家族が抱える様々な苦痛に対する全人的なケアを診断時から提供

し､確実に緩和ケアを受けられるよう､患者とその家族が抱える苦痛を適切に

汲み上げ､がん性療病をはじめとする様々な苦痛のスクリーニングを診断時か

ら行うなど､がん診療に緩和ケアを組み入れた診療体制を整備する｡また､患

者とその家族等の心情に対して十分に配慮した､診断結果や病状の適切な伝え

方についても検討を行う｡

拠点病院を中心に､医師をはじめとする医療従事者の連携を図り､緩和ケア
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チームなどが提供する専門的な緩和ケアへの患者とその家族のアクセスを改善

するとともに､個人 ･集団カウンセリングなど､患者とその家族や遺族などが

いつでも適切に緩和ケアに関する相談や支援を受けられる体制を強化する｡

専門的な緩和ケアの質の向上のため､拠点病院を中心に､精神腫痩医をはじ

め､がん看護の専門看護師 ･認定看護師､社会福祉士,臨床心理士等の適正配

置を図り､緩和ケアチームや緩和ケア外来の診療機能の向上を図る｡

拠点病院をはじめとする入院医療機関が在宅緩和ケアを提供できる診療所な

どと連携し､患者とその家族の意向に応じた切れ目のない在宅医療の提供体制

を整備するとともに､急変した患者や医療ニーズの高い要介護者の受入れ体制

を整備する｡､

がん性痔痛で苦しむ患者をなくすため､多様化する医療用麻薬をはじめとし

た身休的苦痛緩和のための薬剤の迅速かつ適正な使用と普及を図る｡また､精

神心理的 ･社会的苦痛にも対応できるよう､医師だけでなく､がん診療に携わ

る医療従事者に対する人材育成を進め､基本的な緩和ケア研修を実施する体制

を構築する｡

学会などと連携し､精神心理的苦痛に対するケアを推進するため､精神腫癌

医や臨床心理士等の心のケアを専門的に行う医療従事者の育成に取り組む｡

これまで取り組んできた緩和ケア研修会の質の維持向上を図るため､患者の

視点を取り入れつつ､研修内容の更なる売薬とともに､必要に応じて研修指導

者の教育技法などの向上を目指した研修を筆施する｡

医療従事者に対するがんと診断された時からの緩和ケア教育のみならず､大

学等の教育機関では､実習などを組み込んだ緩和ケアの実践的な教育プログラ

ムを策定する他､医師の卒前教育を担う教育指導者を育成するため､医学部に

緩和医療学講座を設置するよう努める｡

緩和ケアの意義やがんと診断された時からの緩和ケアが必要であることを国

民や医療 ･福祉従事者などの対象者に応じて効果的に普及啓発する｡

(個別目標)

関係機関などと協力し､3年以内にこれまでの緩和ケアの研修体制を見直し､
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5年以内に､がん診療に携わる全ての医療従事者が基本的な緩和ケアを理解し､

知識と技術を習得することを目標とする｡特に拠点病院では､自施設のがん診

療に携わる全ての医師が緩和ケア研修を修了することを目標とする｡

また､3年以内に､拠点病院を中心に､緩和ケアを迅速に提供できる診療体

制を整備するとともに､緩和ケアチームや緩和ケア外来などの専門的な緩和ケ

アの提供体制の整備と質の向上を図ることを目標とするQ

こうした取組により､患者とその家族などががんと診断された時から身体

的 ･精神心理的 t社会的苦痛などに対して適切に緩和ケアを受け､こうした苦

痛が緩和されることを目標とする｡

(4) 地域の医療 ･介護サービス提供体制の構築

(現状･)

医療提供体制については､がん患者がその居住する地域にかかわらず等しく

科学的根拠に基づく適切ながん医療を受けることができるよう拠点病院の整備

が進められてきた｡ 平成24 (2012)年4月現在､397の拠点病院が整

備され､2次医療圏に対する拠点病院の整備率は68%となっている｡

しかし､近年､拠点病院間に診療実績の格差があることに加え､診療実績や

支援の内容が分かりやすく国民に示されていないとの指摘がある｡また､拠点

病院は､2次医療圏に原則1つとされているため､既に同じ医療圏に拠点病院

が指定されている場合は､原則指定することができない｡さらに､国指定の拠

点病院に加え､都府県が独自の要件に従ってがん医療を専門とする病院を指定

しているため～患者にとって分かりにくいとの指摘もあり､新たな課題が浮か

び上がっている｡

地域連携については､がん医療の均てん化を目的に､地域の医療連携のツー

ルとして､平成20 (2008)年より地域連携クリティカルパスの整備が開

始された｡

しかし､多くの地域で地域連携クリティカルパスが十分に機能しておらず､

十分な地域連携の促進につながっていないと指摘されている｡

また､在宅医療 .介護サービスについては､がん患者の間でもそのニーズが

高まっているが､例えば､がん患者の自宅での死亡割合は過去5年間大きな変

化が見られていない0
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こうした状況の中､施設中心の医療から生活の場で必要な医療 ･介護サービ

スを受けられる体制を構築することにより､住み慣れた場で安心して自分らし

い生活を送ることのできる社会の実現が求められている｡

そのため､入院医療機関では､在宅療養を希望する患者に対し､患者とその

家族に十分に説明した上で､円滑に切れ目なく在宅医療 ･介護サービス-移行

できるよう適切に対応することが必要である｡また､在宅医療や介護を担う医

療福祉従事者の育成に当たっては､在宅療養中のがん患者が非がん患者と比較

して症状が不安定な場合が多いことを踏まえ､がん患者への医療 ･介護サービ

スについて､よりきめ細かな知識と技術を習得させることが必要である｡さら

に､市町村等でも､急速な病状の変化に対応し､早期に医療 ･介護サービスが

提供されるよう､各制度の適切な運用が求められている｡

(取り組むべき施策)

拠点病院のあり方 (拠点病院の指定要件､拠点病院と都道府県が指定する拠

点病院の役割､国の拠点病院に対する支援､拠点病院と地域の医療機関との連

携､拠点病院を中心とした地域のがん医療水準の向上､国民に対する医療 ･支

援や診療実績等の情報提供の方法､拠点病院の客観的な評価､地域連携クリテ

ィカルパスの運用等)について､各地域の医療提供体制を踏まえた上で検討す

る｡

拠点病院は､在宅緩和ケアを提供できる医療機関などとも連携して､医療従

事者の在宅医療に対する理解を一層深めるための研修などを実施するとともに､

患者とその家族が希望する療養場所を選択でき､切れ目なく質の高い緩和ケア

を含めた在宅医療 ･介護サービスを受けられる体制を実現するよう努めるoま

た､国はこうした取組を支援する｡

地域連携や在宅医療 ･介護サービスについては､患者の複雑な病態や多様な

ニーズにも対応できるよう､地域の経験や創意を取り入れ､多様な主体が役割

分担の下に参加する､地域完結型の医療 ･介護サービスを提供できる体制の整

備､各制度の適切な運用とそれに必要な人材育成を進めるo

(個別目標)

がん患者がその居住する地域にかかわらず等しく質の高いがん医療を受けら

れるよう､3年以内に拠点病院のあり方を検討し､5年以内に検討結果を踏ま

えてその機能を更に充実させることを目標とする｡
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また､がん患者が住み慣れた家庭や地域での療養や生活を選択できるよう在

宅医療 t介護サービス提供体制の構築を目標とする｡

(5) 医薬品 .医療機器の早期開発 ･来診等に向けた取組

(現状)

がん医療の進歩は目覚ましいが､治験着手の遅れ､治験の実施や承認審査に

時間がかかる等の理由で､欧米で標準的に使用されている医薬品 ･医療機器が

日本で使用できない状況であるいわゆる ｢ドラッグ ･ラグ｣｢デバイス ･ラグ｣

が問題となっている｡

こうした問題に取り組むため､政府では ｢革新的医薬品 ･医療機器創出のた

めの5か年戦略J(平成 19 (2007)辛)-｢新たな治験活性化5力年計画｣

(平成 19 (2007)年)､｢医療機器の審査迅速化アクションプログラム｣(辛

成20 (2008)年)に基づき医薬品 ･医療機器の早期開発 ･承認に向けた

取組が行われ､審査期間の短縮等が図られてきている｡

また､欧米では使用が認められているが､国内では承認されていない医薬品

や適応 (未承認薬 ･適応外薬)に係る要望の公募を実施し､｢医療上の必要性の

高い未承認薬 ･適応外薬検討会議｣の中で､医療上の必要性を判断し､企業へ

の開発要請や開発企業の募集を行う取組が平成21 (2009)年より進めら

れているO

具体的にはー学会や患者団体等から平成21 (2009)年当時､未承認薬

のみならずー適応外薬についても多くの要望が提出され､そのうち医療上の必

要性の高い未承認薬 ･適応外薬について､承認に向けた取組が進められている｡

しかしながら､国際水準の質の高い臨床研究を行うための基盤整備が十分で

ないほか､がんの集学的治療開発を推進するための研究者主導臨床試験を実施

する基盤も不十分である｡特に希少がん .小児がんについては患者の数が少な

く治験が難しいため ドラッグ ･ラグの更なる拡大が懸念されており､一層の取

組が求められている｡

(取り組むべき施策)

質の高い臨床研究を推進するため､国際水準の臨床研究の実施や研究者主導

治験の中心的役割を担う臨庚研究中核病院 (仮称)を整備していくほか､引き

続き研究者やCRC (臨床研究コーディネーター)等の人材育成に努める.
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独立行政法人医薬品医療機器絵合機構 (以下 ｢PMDA｣という｡)は､引き

続き薬事戦略相談事業を継続するなど体制を強化しつつ､PMDAと大学 ･ナ

ショナルセンター等の人材交流を進め､先端的な創薬 ･医療機器等の開発に対

応できる審査員の育成を進めていく｡

未承認薬 ･適応外薬の開発を促進するため､引き続き､｢医療上の必要性の高

い未承認薬 ･適応外薬検討会議｣を定期的に開催し､欧米等で承認等されてい

るが国内で未承認 ･適応外の医薬品等であって医療上必要性が高いと詑められ

るものについて､関係企業に治験実施等の開発を要請する取組を行うoまた､

こうした要請に対して企業が治験に取り組めるよう､企業治験を促進するため

の方策を､既存の取組の継続も含めて検討する｡未承認薬のみならず適応外薬

も含め､米国等の承認の状況を把握するための取組に着手する｡

｢医療上の必要性の高い未承認薬 ･適応外薬検討会議｣の中で､医療上の必

要性が高いと判断されたにもかかわらず､長期間治験が見込まれない抗がん剤

についても､保険外併用療養費制度の先進医療の運用を見直し､先進医療の迅

速かつ適切な実施について取り組んでいく｡

なお､がんを含め､致死的な疾患等で他の治療法がない場合に､未承認薬や

適応外薬を医療現場でより使いやすくするための方策については､現行制度の

基本的な考え方や患者の安全性の確保といった様々な観点や課題を踏まえつつ､

従前からの議論を継続するO

希少疾病用医薬品 ･医療機器について､専門的な指導 ･助言体制を有する独

立行政法人医薬基盤研究所を活用するなど､より重点的な開発支援を進めるた

めの具体的な対策を検討する｡

臨床研究や治験を進めるためには患者の参加が不可欠であることから､国や

研究機関等は､国民や患者の目線に立って､臨床研究 .治験に対する普及啓発

を進め､患者に対して臨床研究 ･治験に関する適切な情報提供に努める｡

(個別自損)

医薬品 ･医療機器の早期開発 ･承認等に向けて､臨床研究中核病院 (仮称)

の整備､pMDAの充実､未承認薬 .適応外薬の治験の推進､先進医療の迅速

かつ適切な実施等の取組を一層強化し､患者を含めた国民の視点に立って､有
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効で安全な医薬品 ･医療機器を迅速に提供するための取組を着実に実施するこ

とを目標とする｡

(6) その他

く希少がん)

(現状)

希少がんについては､様々な希少がんが含まれる小児がんをはじめ､様々な

臓界に発生する肉腫､口腔がん､成人T細胞白血病 (以下 ｢ATL｣という｡)

など､数多くの種類が存在するが､それぞれの患者の数が少なく､専門とする

医師や施設も少ないことから､診療ガイ ドラインの整備や有効な診断 ･治療法

を開発し実用化することが難しく､現状を示すデータや医療機関に関する情報

も少なしヽ｡

(取り組むべき施策)

患者が安心して適切な医療を受けられるよう､専門家による集学的医療の提

供などによる適切な標準的治療の提供体制,情報の集約 ･発信､相談支援､研

究開発等のあり方について､希少がんが数多く存在する小児がん対策の進捗等

も参考にしながら検討する｡

(個別目標)

中間評価に向けて､希少がんについて検討する場を設置し､臨床研究体制の

整備とともに個々の希少がんに見合った診療体制のあり方を検討する0

(病理診断)

(現状)

病理診断医については､これまで拠点病院では､病理 ･細胞診断の提供体制

の整備を行ってきたが､依然として病理診断医の不足が深刻な状況にある｡

(取り組むべき施策)

若手病理診断医の育成をはじめ､細胞検査士等の病理関連業務を専門とする

臨床検査技師の適正配置などを行い､さらに病理診断を補助する新たな支援の

あり方や病理診断システムや情報技術の導入､中央病理診断などの連携体制の

構築などについて検討し､より安全で質の高い病理診断や細胞診断の均てん化

に取り組む｡

(個別日棟)
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3年以内に､拠点病院などで､病理診断の現状を調査し､がん診療の病理診

断体制のあり方などについて検討する｡

くリハビリテーション)

(現状)

リハビリテーションについては,治療の影響から患者の膝下や呼吸運動など

の日常生活動作に障害が生じることがあり､また､がん患者の病状の進行に伴

い､次第に日常生活動作に次第に障害を来し､著しく生活の質が悪化すること

がしばしば見られることから､がん領域でのリハビリテーションの重要性が指

摘されている｡

(取り組むべき施策)

がん患者の生活の質の維持向上を目的として､運動機能の改善や生活機能の

低下予防に資するよう､がん患者に対する質の高いリハビリテーションについ

て積極的に取り組む｡

(個別目模)

拠点病院などで､がんのリハビリテーションに関わる医療従事者に対して質

の高い研修を実施し､その育成に取り組む｡

2. がんに関する相談支援と情報提供

(現状)'

医療技術の進歩や情報端末の多様化に伴い多くの情報があふれる中､患者や

その家族が医療機関や治療の選択に迷う場面も多くなっていることから､これ

まで拠点病院を中心に相談支援センターが設置され､患者とその家族のがんに

対する不安や疑問に対応してきた｡

また､国立がん研究センターでは､様々ながんに関連する情報の収集､分析､

発信､さらに相談員の研修や各種がんに関する小冊子の作成配布等､相談支援

と情報提供の中核的な組織として活動を行ってきた｡さらに､学会､医療機関､

患者団体､企業等を中心として､がん患者サロンや患者と同じような経験を持

つ者による支援 (ピア ･サポー ト)などの相談支援や情報提供に係る取組も広

がりつつある｡

しかしながら､患者とその家族のニーズが多様化している中､相談支援セン

ターの実績や体制に差がみられ､こうした差が相談支援や情報提供の質にも影
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響していることが懸念されている｡また､相談に対応可能な人員が限られる中､

最新の情報を正確に提供し､精神心理的にも患者とその家族を支えることので

きる休制の構築などの課題が指摘されている｡

(取り組むべき施策)

国 ･地方公共団体 ･拠点病院等の各レベルでどのような情報提供と相談支援

をすることが適切か明確にし､学会､医療機関､患者団体､企業等の力も導入

したより効率的 .効果的な体制構築を進めるO

拠点病院は､相談支援センターの人員確保､院内 Ⅰ院外の広報､相談支援セ

ンター間の情報共有や協力体制の構築､相談者からフィー ドバックを得るなど

の取組を実施するよう努め､国はこうした取経を支援する｡

拠点病院は､相談支援センターと院内診療科との連携を図り､特に精神心理

的苦痛を持つ患者とその家族に対して専門家による診療を適切な時期に提供す

るよう努める｡

がん患者の不安や悩みを軽減するためには､がんを経験した者もがん患者に

対する相談支援に参加することが必要であることから､国と地方公共団体等は､

ピア ･サポー トを推進するための研修を実施するなど､がん患者 ･経験者との

協働を進め､ピア ･サポー トをさらに充実するよう努める｡

国立がん研究センターは､相談員に対する研修の充実や情報提供 ･相談支援

等を行うとともに､希少がんや全国の医療後閑の状況等についてもより分かり

やすく情轍 を行い､全国の中核的機能を匿う｡

PMDAは､関係機関と協力し､副作用の情報収集 .評価と患者への情報提

供を行う｡

(個別目標)

患者とその家族のニーズが多様化している中､地方公共団体､学会､医療機

関､患者団体等との連携の下､患者とその家族の悩みや不安を汲み上げ､がん

の治療や副作用 ･合併症に関する情報も含めて必要とする最新の情報を正しく

提供し､きめ細やかに対応することで､患者とその家族にとってより活用しや

すい相談支援体制を早期に実現することを目標とする｡

20



3. がん登録

(現状)

がんの罷患数や催患率､生存率､治療効果の把握など､がん対策の基礎とな

るデータを得ることにより､エビデンスに基づいたがん対策や質の高いがん医

療を実施するため､また､国民や患者への情報提供を通じてがんに対する理解

を深めるためにもがん登録は必須である｡

地域がん登録は健康増進法 (平成14年法律第103号)第 16条に基づき

平成24 (2012)年1月現在､45道府県で実施され､平成24 (201

2)年度中に全都道府県が実施する予定となっている｡また､地域がん登録-

の積極的な協力と院内がん登録の実施は拠点病院の指定要件であり､拠点病院

で全国の約6割の患者をカバーしていると推定されている｡平成23 (201

1)年5月､国立がん研究センターが拠点病院の院内がん登録情報を初めて公

開した｡

地域がん登録の取組は徐々に拡大し､登録数も平成~19 (2007)年35

万件から平成22 (2.010)年59万件へと順調に増加しているが､医療機

関に届出の義務はなく､撤員も不足している等の理由から院内がん登録の整備

が不十分であること､現在の制度の中で､患者の予後情報を得ることは困難又

はその作業が過剰な負担となっていること､地域がん登緑は各都道府県の事業

であるため､データの収集､予後調査の方法､人員､個人情報保護の取扱いな

どの点でばらつきがみられることなどが課題としてあげられる｡ さらに､国の

役割についても不明確であり､こうした理由から､地域がん登録データの精度

が不十分であり､データの活用 (国民への還元)が進んでいないとの指摘があ

る｡

(取り組むべき施策)

法的位置付けの検討も含めて､効率的な予後調査体制を構築し､地域がん登

録の精度を向上させる｡また､地域がん登録を促進するための方策を､既存の

取組の継続も含めて検討する｡

国､地方公共団体､医療機関等は､地域がん登録の意義と内容について周知

を図るとともに､将来的には検診に関するデータや学会による臓器がん登録等

と組み合わせることによって更に詳細にがんに関する現状を分析していくこと

を検討する｡
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国立がん研究センターは､拠点病院等への研修､データの解析 ･発信､地域 .

院内がん登録の標準化への取組等を引き続き実施し､各医療機関は院内がん登

録に必要な人材を確保するよう努める｡

(個別目標)

5年以内に､法的位置付けの検討も含め､効率的な予後醜査体制の構築や院

内がん登録を実施する医療機関数の増加を通じて､がん登録の精度を向上させ

ることを目標とする｡

また､患者の個人情報の保護を徹底した上で､全てのがん患者を登録し､予

後調査を行うことにより､正確ながんの罷患数や罷患率､生存率､治療効果等

を把虚し一国民､患者､医療従事者､行政担当者､研究者等が活用しやすいが

ん登録を実現することを目標とする｡

4.がんの予防

(現状)

がんの原因は､喫煙 (受動喫煙を含む)､食生活､運動等の生活習慣､ウイル

スや細菌-の感染など様々なものがある｡特に､喫煙が肺がんをはじめとする

種々のがんの原因となっていることは､科学的根拠をもって示されている｡

たばこ対策については､｢21世紀における国民健康づくり運動｣や健康増

進法に基づく受動喫煙対策を行ってきたが､平成 17 (2005)年に ｢たば

この規制に関する世界保健機関枠組条約｣が発効 したことから､日本でも､同

条約の締約国 として､たばこ製品への注意文言の表示強化､広告規制の強化､

禁煙治療の保険適用､公共の場は原則として全面禁煙であるべき旨の通知の発

出等対策を行ってきた｡また､平成22 (2_01-0)年 10月には､国民の健

康の観点から､たばこの消費を抑制するという考え方の下､1本あたり3.5

円のたばこ税率の引上げを行った｡

こうした取組により､成人の喫煙率は､ 24. 1% (平成 19 (2007)

年)から19. 5% (平成22 (2010)年)と減少したところであるが､

男性の喫煙率は､ 32. 2% (平成22 (2010)年)と諸外国と比較する

と依然高い水準である｡

また､成人の喫煙者のうち､禁煙を希望している者は､ 28.9% (平成 1

9 (2007)年)から37. 6% (平成 22 (2010)年)と増加してい

るD
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受動喫煙の機会を有する者の割合については､行政機関は16.9% (平成

20 (2008)年)､医療機関は13. 3% (平成20 (2008)年)とな

っている｡一方､職場の受動喫煙の状況については､｢全面禁煙｣又は ｢喫煙室

を設けそれ以外を禁煙Jのいずれかの措置を講じている事業所の割合が64%､

職場で受動喫煙を受けている労働者が44% (平成23 (2011)年)とさ

れ､職場の受動喫煙に対する取組が遅れている｡また､家庭で日常的に受動喫

煙の機会を有する者の割合は10.7% (平成22 (2010)年)､飲食店で

受動喫煙の機会を有する者の割合は50.1% (平成22 (2010)年)と

なっている｡

また､ウイルスや細菌への感染は､男性では喫煙に次いで2番目､女性では

最もがんの原因として寄与が高い因子とされているO例えば､子宮環がんの発

がんと関連するヒトパピローマウイルス (以下 ｢HPV｣という｡)､肝がん

と関連する肝炎ウイルス､ATLと関連するヒトT細胞白血病ウイルス1型 (以

下 ｢HTLV-1｣というo)､胃がんと関連するヘリコバクタ一 ･ピロリな

どがある｡この対策として､子宮環がん予防 (HPV)ワクチン接種の推進､

肝炎ウイルス検査体制の整備､HTLV-1の感染予防対策等を実施しているo

がんと関連する生活習慣等については､｢21世紀における国民健康づくり

運動｣等で普及 ･啓発等を行ってきたが､多量に飲酒する人の割合や野菜の摂

取量に変化が見られず､果物類を摂取している人の割合が低下しているなど､

普及啓発が不十分な部分がある｡

(取り組むべき施策)

たばこ対策については､喫煙率の低下と受動喫煙の防止を達成するための施

策等をより一層充実させる｡具体的にはヾ様々な企業 ･団体と連携した喫煙が

与える健康への悪影響に関する意識向上のための普及啓発活動の一層の推進の

他､禁煙希望者に対する禁煙支援を図るとともに､受動喫煙の防止については､

平成22 (2010)年に閣議決定された ｢新成長戦略｣の工程表の中で､｢受

動喫煙のない職場の実現｣が目標として掲げられていることを踏まえ､特に職

場の対策を強化するOまた､家庭における受動喫煙の機会を低下させるに当た

っては､妊産婦の喫煙をなくすことを含め､受動喫煙防止を推進するための普

及啓発活動を進める｡

感染に起因するがんへの対策のうち､HPVについては､子宮額がん予防 (H

pv)ワクチンの普及啓発､ワクチンの安定供給に努めるとともにワクチン接
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種の方法等のあり方について検討を行う｡また､引き続き子宮窺がん検診につ

いても充実を図る｡肝炎ウイルスについては､肝炎ウイルス検査体制の充実や

普及啓発を通じて､肝炎の早期発見 ･早期治療につなげることにより､肝がん

の発症予防に努める｡また､ B型肝炎ウイルスワクチンの接種の方法等のあり

方について検討を行う｡HTLV-1については､感染予防対策等に引き続き

取り組むQヘリコバクター ･ピロリについては､除菌の有用性について内外の

知見をもとに検討する｡

その他の生活習慣等については､｢飲酒量の低減｣､｢定期的な運動の継続｣､

｢適切な体重の維持｣､ ｢野菜 ･果物摂取量の増加｣､ ｢食塩摂取量の減少｣

等の日本人に推奨できるがん予防法についてー効果的に普及啓発等を行う｡

(個別目棟)I

喫煙率については､平成34 (2022)年度までに､禁煙希望者が禁煙す

ることにより成人喫煙率を12%とすることと､未成年者の喫煙をなくすこ-と

を目標とするOさらに､受動喫煙については､行政機関及び医療機関は平成3

4 (2022)年度までに受動喫煙の機会を有する者の割合を0%､職場につ

いては､事業者が ｢全面禁煙｣又は ｢喫煙室を設けそれ以外を禁煙｣のいずれ

かの措置を講じることにより､平成32 (2020)年までに､受動喫煙の無

い職場を実現することを目標とする｡また､家庭､飲食店については､喫煙率

の低下を前提に､受動喫煙の機会を有する者の割合を半減することにより､平

成34 (2022)年度までに家庭は3%､飲食店は15%とすることを目標

とする｡

またt感染に起因するがんへの対策を推進することにより､がんを予防する

ことをEj票とするo

さらに､生活習慣改善については､ ｢ハイリスク飲酒者の減少｣､ ｢運動習

慣者の増加｣､ ｢野菜と果物の摂取量の増加｣､ ｢塩分摂取量の減少｣等を目

標とする｡

5.がんの早期発見

(現状)

がん換診は健康増進法に基づく市町村 (特別区を含む｡以下同じ｡)の事業

として行われているD

国は､平成23 (2011)年度までにがん検診受診率を50%以上にする

ことを目標に掲げ､がん検診無料クーポンと検診手帳の配布や､企業との連携
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促進､受診率向上のキャンペーン等の取組を行ってきた｡また､がん検診の有

効性や精度管理についても検討会を開催する等､科学的根拠に基づくがん検診

を推進してきた｡さらに､地方公共団体でも､普及啓発活動や現場の工夫によ

り受診率向上のための取組を実施してきた｡

しかしながら､がん検診の受診率は､子宮環がん･乳がん検診で近年上昇し､

年代によっては40%を超えているが､依然として諸外国に比べて低く､20%

から30%程度である｡この理由としてがん検診へのアクセスが悪い､普及啓

発が不十分であること等が指摘され､また､厚生労働省研究班によると対象者

全員に受診勧奨をしている市町村は約半数に留まっている｡

また､科学的根拠に基づくがん検診の実施についても十分でなく､国の指針

以外のがん種の検診を実施している市町村と国の指針以外の検診項目を実施し

ている市町村の数はそれぞれ 1000を超えている｡また､精度管理を適切に

実施している市町村数は徐々に増加しているが､依然上 して少ない｡

さらに､現状､がん検診を受けた者の40%から50%程度が職域で受けて

いるほか､個人でがん検診を受ける者もいる｡しかしながら､職域等のがん検

診の受診率や精度管理については定期的に把握する仕組みがないことも課題と

なっている｡

(取り組むべき施策)

市町村によるがん検診に加えて､職域のがん検診や､個人で受診するがん検

診､さらに､がん種によっては医療や定期健診の中でがん検診の検査項目が実

施されていることについて､その実態のより正確な分析を行う｡

がん検診の項目について､国内外の知見を収集し､科学的根拠のあるがん検

診の方法等について検討を行う｡都道府県は市町村が科学的根拠に基づくがん

検診を実施するよう､引き続き助言を行い､市町村はこれを実施するよう努め

る｡さらに､職域のがん検診についても科学的根拠のあるがん検診の実施を促

すよう普及啓発を行う｡

都道府県は､生活習慣病検診等管理指導協議会の一層の活用を図る等により､

がん検診の実施方法や精度管理の向上に向けた取組を検討する｡

精度管理の一環として､検診実施機関では､受診者へ分かりやすくがん検診
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を説明するなど､受診者の不安を軽減するよう努める｡

受診率向上施策については､これまでの施策の効果を検証した上で､検診受

診の手続きの簡便化､効果的な受診勧奨方法の開発､職域のがん検診との連携

など､より効率的 ･効果的な施策を検討する｡

がん検診の意義､がんの死亡率を下げるため政策として行う対策型検診と人

間 ドックなどの任意型検診との違いや､がん検診で必ずがんを見つけられるわ

けではないことやがんがなくてもがん検診の結果が ｢陽性｣となる場合もある

などがん検診の欠点/についても理解を得られるよう普及啓発活動を進める｡

(個別匡撫)

学的根拠に基づくがん検診を実施することを目標とする｡

がん検診の受診率については､5年以内に50%(胃､肺､大腸は当面40%)

を達成することを目標とする｡目標値については､中間評価を踏まえ必要な見

直しを行う｡また､健康増進法に基づくがん検診では､年齢制限の上限を設け

ず､ある一定年齢以上の者を対象としているが､受診率の算定に当たっては､

海外諸国との比較等も踏まえ､40歳から69歳 (子宮窺がんは20歳から6

9歳)までを対象とする｡

がん検診の項目や方法については､国内外の知見を収集して検討し､科学的

根拠のあるがん検診の実施を目標とする｡

6.がん耽

(現状)

日本のがん研究は､平成 16 (2004)年度に策定された ｢第3次対がん

10か年給合戦略｣を基軸として､戦略的に推進されるとともに､これまでの

基本計画で掲げられた､難治性がんの克服や患者のQOL向上に資する研究な

ど臨床的に重要性の高い研究や､がん医療の均てん化など政策的に必要性の高

い研究に重点的に取り組んできている｡

また､国内のがん研究に対する公的支援は､厚生労働省､文部科学省､権済

産業省など複数の関係省庁亡より実施され_内閣府の総合科学技術会議と内閣

官房医療イノベーション推進室によって各省庁によるがんSf'究事業の企画立案

から実施状況までの評価や予算の重点化が行われ､省庁間の一定の連携が図ら

れるとともに､がん研究の推進体制や実施基盤に多様性をもたらしている｡
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しかし､依然として､多くのがん種でその本態には未だ解明されていない部

分も多く､がんの予防や根治､治療に伴う副作用の軽減等を目指した基礎研究

をさらに推進する必要がある｡また､近年は､国際的に進められているがんワ

クチン開発等の免疫療法をはじめ､日本発のがん治療薬や医療機器の開発の遅

れが指摘され､特に難治性がんや小児がんを含めた希少がんについては､創薬

や機器開発をはじめとして､有効な診断 ･治療法を早期に開発し､実用化する

ことが求められている｡

また､基礎研究､臨床研究､公衆衛生研究等､全ての研究分野でその特性に

適した研究期間の設定や研究費の適正配分が行われてなく､研究に関わる専門

の人材育成等を含めた継続的な支援体制が十分に整備されていないことが､質

の高い研究の推進の障害となっている｡

さらに､各省庁による領域毎のがん研究の企画 ･設定と省庁間連携､国内の

がん研究の実施状況の全貌の把握と更なる戦略的 ･一体的な推進が求められて

いる｡

この他､全てのがん研究に関して､その明確な目標や方向性が患者や国民に

対して適切に伝えられてなく､その進捗状況を的確に把握し評価するため体制

も不十分であるo

(取り組むべき施策)

ドラッグ ･ラグとデバイス ･ラグの解消の加速に向け､より質の高い臨床試

験の実施を目指し､がんの臨床試験を統合･調整する体制や枠組みを整備する｡

また､日本発の革新的な医薬品 ･医療機器を創出するため､がん免疫療法の

がんワクチンや抗体薬の有用性を踏まえた創薬研究をはじめ､国際水準に準拠

した上で､first-in-hunan試験 (医薬品や医療機器を初めてヒトに使用する試

験をいう｡)､未承認薬などを用いた研究者主導臨床試験を実施するための基盤

整備と研究施設内の薬事支援部門の強化を推進する｡

より効率的な適応拡大試験などの推進のため､平成24 (2012)年度よ

り臨床試験グループの基盤整備に対する支援を図る｡

固形がんに対する革新的外科治療 ･放射線治療の実現､新たな医療機器導入
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と効果的な集学的治療法開発のため､中心となって臨床試験に取り組む施設を

整備し､集学的治療の臨床試験に対する支援を強化する｡

がんの特性の理解とそれに基づく革新的がん診断･治療法の創出に向け､先端

的生命科学をはじめとする優良な医療シーズ (研究開発に関する新たな発想や

技術などをいう｡)を生み出すがんの基礎研究への支援を一層強化するとともに､

その基礎研究で得られた成果を臨床試験等へつなげるための橋渡し研究などへ

の支援の拡充を図る｡

限られた研究資源を有効に活用するため､公的なバイオバンクの構築や解析

研究拠点等の研究基盤の整備と情報の共有を促進することにより､日本人のが

んゲノム解析を推進する｡

国内の優れた最先端技術を応用した次世代の革新的医療機器開発を促進する｡

また､実際に一定数のがん患者に対して高度標準化治療を実施している施設に

医療機器開発プラットフォームを構築し､それを活用した効率的な臨床試験の

推進に対して継続的に支援する｡

がんの予防方法の確立に向けて､大規模な公衆衛生研究や予防研究が効率的

に実施される体制を整備し､放射線 ･化学物質等の健康影響､予防介入効果､

検診有効性等の評価のための大規模疫学研究を戦略的に推進するとともに､公

衆衛生研究の更なる推進のため､個人情報保護とのバランスを保ちつつ､がん

に関する情報や行政資料を利用するための枠組みを整備する｡

社会でのがん研究推進全般に関する課題を解決するため､研究成果に対ずる

透明性の高い評価制度を確立 ･維持するとともに､がん研究全般の実施状況と

その成果を国民に積極的に公開することにより､がん研究に対する国民やがん

患者の理解の深化を図り､がん患者が主体的に臨床研究に参画しやすい環境を

整備する｡

がん登録の更なる充実を通じて､がん政策科学-のエビデンスの提供を推進

するとともに､ 予防 ･検診 .診断ガイ ドラインの作成や､がん予防の実践､が

ん検診の精度管理､がん医療の質評価､患者の経済的負担や就労等に関する政

策研究に対して効果的な研究費配分を行うO

若手研究者 (リサーチ ･レジデント等)や研究専門職の人材をはじめとする

28



がん研究に関する人材の戦略的育成や､被験者保護に配慮しつつ倫理指針の改

定を行うとともに､研究と倫理審査等の円滑な運用に向けた取組を行う｡

(個別目標)

国は､｢第3次対がん 10か年給合戦略｣が平成25 (2013)年度に終了

することから､2年以内に､国内外のがん研究の推進状況を僻轍し､がん研究

の課題を克服し､企画立案の段階から基礎研究､臨床研究､公衆衛生学的研究､

政策研究等のがん研究分野に対して関係省庁が連携して戦略的かつ一体的に推

進するため､今後のあるべき方向性と具体的な研究事項等を由示する新たな総

合的ながん研究戦略を策定することを目標とする｡

また､新たながん診断 ･治療法やがん予防方法など､がん患者の視点に立っ

て実用化を目指した研究を効率的に推進するため､がん患者の参画などを図り､

関係省庁の連携や研究者間の連携を促進する機能を持った体制を整備し､有効

で安全ながん医療をがん患者を含めた国民に速やかに提供することを目標とす

る｡

7.小児がん

(現状)

｢がん｣は小児の病死原因の第 1位である｡小児がんは､成人のがんと異な

り生活習慣と関係なく､乳幼児から思春期､若年成人まで幅広い年齢に発症し､

希少で多種多様ながん種からなる｡

一方､小児がんの年間患者の数は2000人から2500人と少ないが､小

児がんを扱う施設は約200程度と推定され､医療機関によっては少ない経験

の中で医療が行われている可能性があり､小児がん患者が必ずしも適切な医療

を受けられていないことが懸念されている｡

また､強力な治療による合併症に加え､成長発達期の治療により､治癒した

後も発育 ･発達障害､内分泌障害､臓器障害､性腺障害､高次脳機能障害､二

次がんなどの問題があり､診断後､長期にわたって日常生活や就学 ･就労に支

障を来すこともあるため､患者の教育や自立と患者を支える家族に向けた長期

的な支援や配慮が必要である｡

さらに､現状を示すデータも限られ､治療や医療機関に関する情報が少なく､

心理社会的な問題-の対応を含めた相談支援体制や､セカンドオピニオンの体

制も不十分である｡
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(取り組むべき施策)

小児がん拠点病院 (仮称)を指定し､専門家による集学的医療の提供 (緩和

ケアを含む)､患者とその家族に対する心理社会的な支援､適切な療育 ･教育環

境の提供､小児がんに携わる医師等に対する研修の実施､セカンドオピニオン

の体制整備､患者とその家族､医療従事者に対する相談支援等の体制を整備す

る｡

小児がん拠点病院を整備したのち､小児がん拠点病院は､地域性も踏まえて､

患者が速やかに適切な治療が受けられるよう､地域の医療機関等との役割分担

と連携を進める｡また､患者が､発育時期を可能な限り慣れ親しんだ地域に留

まりー他の子=どもたちと同じ生活 ･教育環境の中‥で医療や支援を受けられるよ

うな環境を整備する｡

小児がん経験者が安心して暮らせるよう､地域の中で患者とその家族の不安

や治療による合併症､二次がんなどに対応できる長期フォローアップの体制と

ともに､小児がん経験者の自立に向けた心理社会的な支援についても検討する｡

小児がんに関する情報の集約 .発信､診療実績などのデータベースの構築､

コールセンター等による相談支援､全国の小児がん関連施設に対する診療､連

携､臨床試験の支援等の機能を担う中核的な機関のあり方について検討し整備

を開始する｡

(個別巨船

小児がん患巷七その家族が安心して適切な医療や支援を受けられるような環

境の整備を昏持し､5年以内に､小児がん拠点病院を整備し､小児がんの中核

的な機関の整備を開始することを目標とする｡

8.がんの教育 ･普及啓発

(現状)

健康については子どもの頃から教育することが重要であり､学校でも健康の

保持増進と疾病の予防といった観点から､がんの予防も含めた健康教育に取り

組んでいる｡しかし､がんそのものやがん患者に対する理解を深める教育は不

十分であると指摘されている｡

また､患者を含めた国民に対するがんの普及啓発は､例えば ｢がん検診50%
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集中キャンペーン｣の開催､国立がん研究センターや拠点病院等の医療機関を

中心とした情報提供や相談支援､民間を中心としたキャンペーン､患者支援､

がん検診の普及啓発や市民公開講座など様々な形で行われている｡しかし､い

まだがん検診の受診率は20%から30%程度であるなどがんに対する正しい

理解が必ずしも進んでいない｡

さらに､職域でのがんの普及啓発､がん患者への理解､がんの薬が開発され

るまでの過程や治験に対する理解､様々な情報端末を通じて発信される情軌 こ

よる混乱等新たなニーズや問題も明らかになりつつある｡

(取り組むべき施策)

健康教育全体の中で ｢がん｣教育をどのようにするべきか検討する｡

地域性を踏まえて､がん患者とその家族､がんの経験者､がん医療の専門家､

教育委員会をはじめとする教育関係者､国､地方公共団体等が協力して､対象

者ごとに指導内容 ･方法を工夫した ｢がん｣教育の試行的取組や副読本の作成

を進めていくとともに.国は民間団体等によって実施されている教育活動を支

援する｡

国民への普及啓発について､EElや地方公共団体は引き続き､検診や緩和ケア

などの普及啓発活動を進めるとともに､民間団体によって実施されている普及

啓発活動を支援する｡ (

患者とその家族に対しても､国や地方公共匝体は引き続-き一拠点病院等医療

機関の相談支援 ･情報提供橡能を強化するとともに､民間団体によって実施さ

れている相談支援 ･情報提供活動を支援する｡

(個別目標)

子どもに対しては､健康と命の大切さについて学び､自らの健康を適切に管

理し､がんに対する正しい知識とがん患者に対する正しい認識を持つよう教育

することを目指し､5年以内に､学校での教育のあり方を含め､健康教育全体

の中で ｢がん｣教育をどのようにするべきか検討し､検討結果に基づく教育活

動の実施を目標とする｡

国民に対しては､がん予防や早期発見につながる行動変容を促し､自分や身

近な人ががんに罷患してもそれを正しく理解し､向かい合うため､がんの普及

啓発活動をさらに進めることを目標とする｡
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患者に対しては､がんを正しく理解し向き合うため､患者が自分の病状､治

療等を学ぶことのできる環境を整備する｡患者の家族についても､患者の病状

を正しく理解し､患者の心の変化､患者を支える方法などに加え､患者の家族

自身も心身のケアが必要であることを学ぶことのできる環境を整備することを

目標とする｡

9.がん患者の就労を含めた社会的な問題

(現状)

毎年20歳から64歳までの約22万人ががんに罷患し､約7万人ががんで

死亡している一方､がん医療の進歩とともに､日本の全がんの5年相対生存率

は57%であり､がん患者 ･経験者の中にも長期生存し､社会で活躍している

者も多い｡

一方､がん患者 ･経験者とその家族の中には就労を含めた社会的な問題に直

面している者も多いO例えば､厚生労働省研究班によると､がんに罷患した勤

労者の30%が依願退職し､4%が解雇されたと報告されている｡こうしたこ

とから､就労可能ながん患者 ･経験者さえも､復職､継続就労､新規就労する

ことが困難な場合があると想定される｡

また､拠点病院の相談支援センターでも､就労､経済面､家族のサポー トに

関することなど､医療のみならず社会的な問題に関する相談も多い｡しかしな

がら､必ずしも相談員が就労に関する知識や情報を十分に持ち合わせていると

は限らず､適切な相談支援や情報提供が行われていないことが懸念される｡

(取り紅むべ書施策)

がん以外の患者へも配慮しつつ､がん患者 -経験者の就労に関するニーズや

課題を明らかにした上で､職場でのがんの正しい知識の普及､事業者 ･がん患

者やその家族 ･経験者に対する情報提供 ･相談支援体制のあり方等を検討し､

検討結果に基づいた取組を実施する｡

働くことが可能かつ働く意欲のあるがん患者が働けるよう､医療従事者､産

業医､事業者等との情報共有や連携の下､プライバシー保護にも配慮しつつ､

治療と職業生活の両立を支援するための仕組みについて検討し､検討結果に基

づき試行的取組を実施する｡

がん患者も含めた患者の長期的な経済負担の垣減策については､引き続き検
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討を進める｡

医療機関は､医療従事者にとって過度な業務負担とならないよう健康確保を

図った上で､患者が働きながら治療を受けられるように配慮するよう努めるこ

とが望ましい｡

事業者は､がん患者が働きながら治療や療養できる環境の整備､さらに家族

ががんになった場合でも働き続けられるような配慮に努めることが望ましい｡

また､職場や採用選考時にがん患者 ･経験者が差別を受けることのないよう十

分に留意する必要がある｡

(個別目模)

がん患者 ･経験者の就労に関するニーズや課題を3年以内に明らかにした上

で､国､地方公共団体､関係者等が協力して､がんやがん患者 ･経験者に対す

る理解を進め､がん患者 ･経験者七その家族等の仕事と治療の両立を支援する

ことを通じて､抱えている不安の軽減を図り､がんになっても安心して働き暮

らせる社会の構築を目標七す る｡

匝 5 がん対策を給食的かつ計画的に推進するために必要な事項l

1. 関係者等の連携協力の更な.る酎 ヒ

がん対策の推進に当たっては､国､地方公共団体と関係者等が､適切な役割

分担の下､相互の連携を図りつつ一体となって努力-していくことが重要である｡

2. 都道府県による都道府県計画の策定

都道府県では､基本計画を基本として､平成25 (2013)年度からの新

たな医療計画等との調和を図り､がん患者に対するがん医療の提供の状況等を

踏まえ､地域の特性に応じた自主的かつ主体的な施策も盛り込みつつ､なるべ

く早期に ｢都道府県がん対策推進計画｣(以下 ｢都道府県計画｣という｡)の見

直しを行うことが望ましい｡

なお､見直しの際には､都道府県のがん対策推進協議会等へのがん患者等の

参画をはじめとして､関係者等の意見の把握に努め､がん対策の課題を抽出し､

その解決に向けた目標の設定及び施策の明示､進捗状況の評価等を実施し､必

要があるときは､都道府県計画を変更するように努める｡また､国は､都道府

33



県のがん対策の状況を定期的に把握し､都道府県間の情報共有等の促進を行う｡

都道府県計画の作成に当たって､国は､都道府県計画の作成の手法等の重要

な技術的事項を助言し､都道府県はこれを踏まえて作成するよう努める｡

3. 関係者等の意見の把握

がん対策を実効あるものとして総合的に展開していくため､国と地方公共団

体は､関係者等の意見の把握に努め､がん対策に反映させていくことが極めて

重要である｡

4. がん患者を含めた国民等の努力

がん対策は､がん患者を含めた国民を中心として展開されるものであるが､

がん患者を含めた国民は､その恩恵を受けるだけでなく､主体的かつ積極的に

活動する必要がある｡また､企業等には､国民のがん予防行動を推進するため

の積極的な支援 ･協力が望まれる｡

なお､がん患者を含めた国民には､基本法第6条のとおり､がんに関する正

しい知識を持ち､がんの予防に必要な注意を払い､必要に応じがん検診を受け

るよう努めることの他､少なくとも以下の努力が望まれる｡

● がん医療はがん患者やその家族と医療従事者とのより良い人間関係を

基盤として成り立っていることを踏まえ､医療従事者のみならず､がん患

者やその家族も医療従事者との信頼関係を構築することができるよう努

めること｡

● がん患者が適切な医療を受けるためには､セカンドオピニオンに関する

情報の提示等を含むがんに関する十分な説明､相談支援と情報提供等が重

要であるが､がん患者やその家族も病態や治療内容等について理解するよ

う努めること｡

● がん患者を含めた国民の視点に立ったがん対策を実現するため､がん患

者を含めた国民や患者団体も､国､地方公共団体､関係者等と協力し､都

道府県のがん対策推進協議会等のがん対策を議論し決定する過程に参加

し､がん医療やがん患者とその家族に対する支援を向上させるという自覚

を持って活動するよう努めること0
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● 治験を含む臨床試験を円滑に実行するためには､がん患者の協力が不可

欠であり､理解を得るための普及啓発は重要であるが､がん患者を含めた

国民も､がんに関する治験と臨床試験の意義を理解するよう努めること｡

5. 必要な財政措置の実施と予算の効率化 ･重点化

基本計画による取組を総合的かつ計画的に推進し､全体目標を達成するため

には､がん対策を推進する体制を適切に評価するようなきめ細やかな措置を講

じるなど､各取組の着実な実施に向け必要な財政措置を行っていくことが重要

であるO

一方で､近年の厳しい財政事情の下では､限られた予算を最大限有効に活用

することにより､がん対策による成果を収めていくという視点が必要となる｡

このため､より効率的に予算の活用を図る観点から､選択と集中の強化､各

施策の重複排除と関係府省間の連携強化を図るとともに､官民の役割と費用負

担の分担を図る｡

6. 日億の達成状況の把握七がん対策を評価する指標の策定

基本計画に定める目標については､適時､その達成状況について調査を行い､

その結果をインターネットの利用その他適切な方法により公表する｡また､が

ん対策の評価に資する､医療やサービスの質も含めた分かりやすい指標の策定

について必要な検討を行い､施策の進捗管理と必要な見直しを行う｡

なお､国は基本計画に基づくがん対策の進捗状況について3年を目途に中間

評価を行う｡この際､個々の取り組むべき施策が個別目標の達成に向けてどれ

だけの効果をもたらしているか､また､施策全体として効果を発揮しているか

という観点から評価を行い､その評価結果を踏まえ､課題を抽出し､必要に応

じて施策に反映する｡また､協議会は､がん対策の進捗状況を適宜把握し､施

策の推進に資するよう必要な提言を行うとともに､必要に応じて専門委員会等

の積極的な活用を行うこととするo
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7. 基本計画の見直し

基本法第9条第7項では､｢政府は､がん医療に関する状況の変化を勘案し､

及びがん対策の効果に関する評価を踏まえ､少なくとも5年ごとに､基本計画

に検討を加え､必要があると認めるときには､これを変更しなければならない｣

と定められている｡計画期間が終了する前であっても､がんに関する状況の変

化､がん対策の進捗状況と評価を踏まえ､必要があるときは､これを変更する｡
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手考講料2

がん診療連携拠点病院の整備に関する指針
(健発第 0301001号 平成 20年 3月 1日厚生労働省健康局長通知)

(平成 22年 3月 31日一部改正)

(平成 23年 3月 29日一部改正)

Ⅰ がん診療連携拠点病院の指定について

1 がん診療連携拠点病院 (都道府県がん診療連携拠点病院及び地域がん診療連

携拠点病院をいう｡以下同じ｡)は､都道府県知事が2を踏まえて推薦する医

療機関について､第三者によって構成される検討会の意見を踏まえ､厚生労働

大臣が適当と認めるものを指定するものとする｡

2 都道府県は､専門的ながん医療の提供等を行 う医療機関の整備を図るととも′

に､当該都道府県におけるがん診療の連携協力体制の整備を図るほか､がん患

者に対する相談支援及び情報提供を行 うため､都道府県がん診療連携拠点病院

にあっては､都道府県に1カ所､地域がん診療連携拠点病院にあっては､2次

医療圏 (都道府県がん診療連携拠点病院が整備 されている2次医療圏を除く｡)

に1カ所整備するものとするO.ただし､当該都道府県におけるがん診療の質の

向上及びがん診療の連携協力体制の整備がより一層図られることが明確である

場合には､この限りでないものとする｡なお､この場合には､がん対策基本法

(平成 18年法律第 98号)第 11粂第 1項に規定する都道府県がん対策推進

計画との整合性にも留意すること｡

'3 独立行政法人国立がん研究センターは､ (以下 ｢国立がん研究センター｣と

いうD)我が国のがん対策の中核的機関として､他のがん診療連携拠点病院-

の診療に関する支援及びがん医療に携わる専門的な知識及び技能を有する医師

その他の医療従事者の育成や情報発信等の役割を担 うとともに､我が国全体の

がん医療の向上を牽引していくこととし､国立がん研究センターの中央病院及

び東病院について､第三者によって構成される検討会の意見を踏まえ､厚生労

働大臣が適当と認める場合に､がん診療連携拠点病院として指定するものとす

る｡

4 厚生労働大臣が指定するがん診療連携拠点病院にづいては､院内の見やすい

場所にがん診療連携拠点病院である旨の掲示をする等､がん患者に対し必要な

情報提供を行 うこととする｡

5 厚生労働大臣は､がん診療連携拠点病院が指定要件を欠くに至ったと認める

ときは､その指定を取 り消すことができるものとする｡
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Ⅱ 地域がん診療連携拠点病院の指定要件について

1 診療体制

(1)診療機能

① 集学的治療の提供体制及び標準的治療等の提供

ア 我が国に多いがん (肺がん∴胃がん､肝がん､大腸がん及び乳がんを

いう｡以下同じ｡)及びその他各医療機関が専門とするがんについて､

手術､放射線療法及び化学療法を効果的に組み合わせた集学的治療及び

緩和ケア (以下 ｢集学的治療等｣という｡)を提供する体制を有すると

ともに､各学会の診療ガイ ドラインに準ずる標準的治療 (以下 ｢標準的

治療｣という｡)等かん患者の状態に応じた適切な治療を提供すること｡

･イ 我が国に多いがんについて､クリティカルパス (検査及び治療等を含

めた詳細な診療計画表をいう｡)を整備すること｡

り がん患者の病態に応じたより適切ながん医療を提供できるよう,､キャ

ンサーボー ド (手術､放射線療法及び化学療法に携わる専門的な知識及

び技能を有する医師その他の専門を異にする医師等によるがん患者の症

J状､状態及び治療方針等を意見交換 ･共有 ･検討 ･確認等するためのカ

ンファレンスをいう｡以下同じ｡)を設置し､定期的に開催すること｡

② 化学療法の提供体制 ■-

ア 急変時等の緊急時に (3)の②のイに規定する外来化学療法室におい

て化学療法を提供する当該がん患者が入院できる体制を確保すること｡

イ 化学療法のレジメン (治療内容をいう｡)を審査し､組織的に管理す

る委員会を設置すること｡なお､当該委員会は､必要に応じて､キャン

サーボー ドと連携協力すること｡

(卦 緩和ケアの提供体制

ア (2)の①のクに規定する医師及び (2)の②のクに規定する看護師

等を構成員とする緩和ケアチームを整備 し､当該緩和ケアチームを組織

上明確に位置付けるとともに､がん患者に対し適切な緩和ケアを提供す

ること｡

イ 外来において専門的な緩和ケアを提供できる体制を整備すること｡

ウ アに規定する緩和ケアチーム並びに必要に応 じて主治医及び看護師等

が参加する症状緩和に係るカンファレンスを適 1回程度開催すること｡

エ 院内の見やすい場所にアに規定する緩和ケアチームによる診察が受け

られる旨の掲示をするなど､.がん患者に対し必要な情報提供を行 うこと｡

オ かかりつけ医の協力 ･連携を得て､主治医及び看護師がアに規定する

緩和ケアチームと共に､退院後の居宅における緩和ケアに関する療養上

必要な説明及び指導を行うこと｡

カ 緩和ケアに関する要請及び相琴に関する受付窓口を設けるなど､地域 ､

の医療機関及び在宅療養支援診療所等との連携協力体制を整備すること｡
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(多 病病連携 ･病診連携の協力体制

ア 地域の医療機関から紹介されたがん患者の受入れを行 うこと｡また､

がん患者の状態に応 じ､地域の医療機関-がん患者の紹介を行 うこと｡

イ 病理診断又は画像診断に関する依頼､手術､放射線療法又は化学療法

に関する相談など､地域の医療機関の医師と相互に診断及び治療に関す

る連携協力体制を整備することo

ウ 我が国に多いがんについて､地域連携クリティカルパス (がん診療連

携拠点病院と地域の医療機関等が作成する診療役割分担表､共同診療計

画表及び患者用診療計画表から構成されるがん患者に対する診療の全体

像を体系化した表をいう｡以下同じ｡)を整備すること｡

エ ウに規定する地域連携クリティカルパスを活用するなど､地域の医療

機関等と協力し､必要に応じて､退院時に当該がん患者に関する共同

の診療計画の作成等を行 うこと｡

⑤ セカンドオピニオンの提示体制

我が国に多いがんについて､手術､放射線療法又は化学療法に携わる専

門的な知識及び技能を有する医師によるセカンドオピニオン (診断及び治

療法について､主治医以外の第三者の医師が提示する医療上の意見をいうo

以下同じ｡)を提示する体制を有すること｡

(2)診療従事者

(丑 専門的な知識及び技能を有する医師の配置 ,

一 ア 専任 (当該療法の実施を専ら担当していることをいう｡この場合にお

′ いて､ ｢専ら担当している｣とは､担当者となっていればよいものとし､

その他診療を兼任 していても差し支えないものとする｡ただし､その就

業時間の少なくとも5割以上､当該療法に従事している必要があるもの
とする｡以下同じ｡)の放射線療法に携わる専門的な知識及び技能を有

する医師を1人以上配置すること｡なお､当該医師については､原則と

して常勤であることoまた､専従 _(当該療法の実施 日において､当該療

法に専ら従事していることをいう｡この場合において､ ｢専ら従事して

いる｣とは､その就業時間の少なくとも8割以上､当該療法に従事して

いることをいう｡以下同じ｡)であることが望ましい｡

イ 専任の化学療法に携わる専門的な知識及び技能を有する医師を1人以

上配置すること｡なお､当該医師については､原則として常勤であるこ

と｡また､専従であることが望ましい｡

ウ (1)の③のアに規定する緩和ケアチームに､専任の身体症状の緩和

に携わる専門的な知識及び技能を有する医師を1人以上配置すること｡

なお､当該医師については､原則として常勤であること｡また､専鹿で

あることが望ましい｡

(1)の③のアに規定する緩和ケアチームに､精神症状の緩和に携わ
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る専門的な知識及び技能を有する医師を 1人以上配置すること｡なお､

当該医師については､専任であることが望ましい｡また､常勤であるこ

とが望ましい｡

エ 専従の病理診断に携わる医師を1人以上配置すること｡なお､当該医

師については､原則 として常勤であること｡

② 専門的な知識及び技能を有するコメディカルスタッフの配置

ア 専従の放射線治療に携わる常勤の診療放射線技師を1人以上配置する

こと｡

専任の放射線治療における機器の精度管理､照射計画の検証､照射計

画補助作業等に携わる常勤の技術者等を 1人以上配置すること｡

イ 専任の化学療法に携わる専門的な知識及び技能を有する常勤の薬剤師

を1人以上配置すること｡ .

(3)の②のイに規定する外来化学療法室に､専任の化学療法に携わる

専門的な知識及び技能を有する常勤の看護師を1人以上配置すること｡

なお､当該看護師については､専従であることが望ましい｡

ウ (1)の③のアに規定する緩和ケアチームに､専従の緩和ケアに携わ

る専門的な知識及び技能を有する常勤の看護師を1人以上配置すること｡

(1)の③のアに規定する緩和ケアチームに協力する薬剤師及び医療

心理に携わる者をそれぞれ 1人以上配置することが望ましい｡

･エ 細胞診断に係る業務に携わる者を1人以上配置することが望ましい｡

③ その他-

ア がん患者の状態に応 じたより適切ながん医療を提供できるよう､各診

療科の医師における情報交換 ･連携を恒常的に推進する観点から､各診

療科を包含する居室等を設置することが望ましい｡

イ 地域がん診療連携拠点病院の長は､当該拠点病院においてがん医療に

携わる専門的な知識及び技能を有する医師の専門性及び活動実績等を定

期的に評価し､当該医師がその専門性を十分に発揮できる体制を整備す

ること｡なお､当該評価に当たっては､手術 ･放射線療法 ･化学療法の

治療件数 (放射線療法 ･化学療法については､入院 ･外来ごとに評価す

･ることが望ましい｡)､紹介されたがん患者数その他診療連携の実績､

論文の発表実績､研修会 ･日常診療等を通 じた指導実績､研修会 ･学会

等-の参加実績等を参考とすること｡

(3)医療施設

① 年間入院がん患者数

年間入院がん患者数 (1年間に入院したがん患者の延べ人数をいうO)

が 1200人以上であることが望ましい｡

② 専門的ながん医療を提供するための治療機器及び治療室等の設置

ア 放射線治療に関する機器を設置すること｡ただし､当該機器は､リニ

I
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アックなど､体外照射を行 うための機器であること｡

イ 外来化学療法室を設置すること｡

ウ 集中治療室を設置することが望ましい｡

エ 白血病を専門とする分野に掲げる場合は､無菌病室を設置することD

オ がん患者及びその家族が心の悩みや体験等を語 り合 うための場･を設け

ることが望ましい｡

③ 敷地内禁煙等

敷地内禁煙の実施等のたばこ対策に積極的に取 り組むこと｡

2 研修の実施体制

(1)原則 として-別途定める rプログラム｣に準拠した当該 皇次医療圏におい

てがん医療に携わる医師を対象とした緩和ケアに関する研修を毎年定期的に

実施すること｡

(2) (1)のほか､原則として､当該 2次医療圏においてがん医療に携わる医 ′

師等を対象とした早期診断､副作用対応を含めた放射線療法 ･化学療法の推

進及び緩和ケア等に関する研修を実施すること｡なお､当該研修については､

実地での研修を行 うなど､その内容を工夫するように努めること0

(3)診療連携を行っている地域の医療機関等の医療従事者も参加する合同のカ

ンファレンスを毎年定期的に開催すること｡

3 情報の収集提供体制

(1)相談支援センター

①及び②に掲げる相談支援を行 う機能を有する部門 (以下 ｢相談支援セ ン

ター｣ という｡なお､相談支援センター以外の名称を用いても差し支えない

が､その場合には､がん医療に関する相談支援を行 うことが分かる名称を用

いることが望ましい｡)を設置し､当該部門において､アからキまでに掲げ

る業務を行 うことqなお､院内の見やすい場所に相談支援センターによる相

談支援を受けられる旨の掲示をするなど､相談支援センターについて積極的

に広報すること｡

① 国立がん研究センターによる研修を修了した専従及び専任の相談支援に

携わる者をそれぞれ 1人以上配置すること｡

② 院内及び地域の医療従事者の協力を得て､院内外のがん患者及びその家

族並びに地域の住民及び医療機関等からの相談等に対応す る体制を整備す

ること｡また､相談支援に関し十分な経験を有するがん患者団体との連携

協力体制の構築に積極的に取 り組むこと｡

<相談支援センターの業務>

ア がんの病態､標準的治療法等がん診療及びがんの予防 ･早期発見等に

関する一般的な情報の提供

イ 診療機能､入院 ･外来の待ち時間及び医療従事者の専門とする分野 ･

-5-



経歴など､地域の医療機関及び医療従事者に関する情報の収集､提供

ウ セカン ドオピニオンの提示が可能な医師の紹介

土 がん患者の療養上の相談

オ 地域の医療機関及び医療従事者等におけるがん医療の連携協力体制の

事例に関する情報の収集､-提供

力 アスベス トによる肺がん及び中皮腫に関する医療相談

キ HTLV-1関連疾患であるATLに関する医療相談

ク その他相談支援に関すること

(2)院内がん登録

① 健康局総務課長が定める ｢標準登録様式｣に基づく院内がん登録を実施

すること｡■

② 国立がん研究センターによる研修を受帯した専任の院内がん登録の実務

を担 う者を1人以上配置すること｡

(参 毎年､院内がん登録の集計結果等を国立がん研究センターのがん対策情

報センターに情報提供すること｡

④ 院内がん登録を活用することにより､当該都道府県が行 う地域がん登録

事業に積極的に協力すること｡

(3)その他

① 我が国に多いがん以外のがんについて､集学的治療等を提供する体制を

有し､及び標準的治療等を提供 している場合は､そのがんの種類等を広報

すること｡

(参 臨床研究等を行っている場合は､次に掲げる事項を実施すること.

ア 進行中の臨床研究 (治験を除く｡以下同じ｡)の概要及び過去の臨床

研究の成果を広報することO

イ 参加中の治験について､その対象であるがんの種類及び薬剤名等を広

報することが望ましい｡

Ⅱ 特定機能病院を地域がん診療連携拠点病院 として指定する番合の指定要件に

23と､て_

医療法第 4-条の 2 (昭和 23年法律第 205号)に基づく特定機箪病院を地域

がん診療連携拠点病院として指定する場合には､Ⅱの地域がん診療連携拠点病院

の指定要件に加え､次の要件を満たすこと｡

1 組績上明確に位置付けられた複数種類のがんに対し放射線療法を行 う機能

を有する部門 (以下 ｢放射線療法部門｣ という.)及び組織上明確に.位置付

けられた複数種類のがんに対 し化学療法を行 う機能を有する部門 (以下 ｢化

学療法部門｣という｡)をそれぞれ設置し､･当該部門の長 として､専任の放

射線療法又は化学療法に携わる専門的な知識及び技能を有する常勤の医師を
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それぞれ配置すること｡なお､当該医師については､専従であることが望ま

しい｡

2 当該都道府県におけるがん診療連携拠点病院等の医師等に対し､高度のが

ん医療に関する研修を実施することが望ましい｡

3 他のがん診療連携拠点病院-診療支援を行 う医師の派遣に積極的に取り組

むこと｡

都道府県がん診療連携拠点病院の指定要件について .

都道府県がん診療連携拠点病院は､当該.都道府県におけるがん診療の質の向上

及びがん診療の連携協力体制の構築に関し中心的な役割を担い､Ⅱの地域がん診

療連携拠点病院の指定要件に加え､次の要件を満たすこと｡ただし､療定機能病

院を都道府県がん診療連携拠点病院として指定する場合には､Ⅲの特定機能病院

を地域がん診療連携拠点病院として指定する場合の指定要件に加え､次の要件

(1を除く｡)を満たすこと｡

1 放射線療法部門及び化学療法部門をそれぞれ設置し､当該部門の長として､

専任の放射線療法又は化学療法に携わる専門的な知識及び環能を有する常勤

の医師をそれぞれ配置すること｡なお､当該医師については､専従であるこ

とが望ましい｡

2 当該都道府県においてがん医療に携わる専門的な知識及び技能を有する医

師 ･薬剤師 ･看護師等を対象とした研修を実施すること｡

3 地域がん診療連携拠点病院等に対 し､情報提供､症例相談及び診療支援を

行 うこと｡

4 都道府県がん診療連携協議会を設置し､当該協議会は､次に掲げる事項を

行うこと｡

(1)当該都道府県におけるがん診療の連携協力体制及び相談支援の提供体刺

′その他pがん医療に関する情報交換を行 うこと｡

(2)当該都道府県内の院内がん登録のデータの分析､評価等を行 うこと｡

(3)がんの種類ごとに､当該都道府県においてセカンドオピニオンを提示す

る体制を有するがん診療連携拠点病院を含む医療機関の一覧を作成 ･共有

し､広報すること｡

(4)当該都道府県におけるがん診療連携拠点病院-の診療支援を行う医師の

派遣に係る調整を行 うこと｡

(5)当該都道府県におけるがん診療連携拠点病院が作成している地域連携

クリティカルパスの一覧を作成 ･共有すること｡また､我が国に多いがん

以外のがんについて､地域連欝クリティカルパスを整備することが望まし

い｡

(6) Ⅱの2の (1)に基づき当該都道府県におけるがん診療連携拠点病院が

実施するがん医療に携わる医師を対象とした緩和ケアに関する研修その
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他各種研修に関する計画を作成すること｡

Ⅴ 国立がん研究センターの中央病院及び東病院の指定要件について

国立がん研究センターの中央病院及び東病院は､Ⅲわ特定機能病院を地域がん

診療連携拠点病院として指定する場合の指定要件を満たすこと｡

Ⅵ 指定 ･指定の更新の推薦手続き等､指針の見直し及び施行期日について ′

1 指定の推薦手続等について

(1)都道府県は､Ⅰの1に基づく指定の推薦に当たっては､指定要件を満

たしていることを確認の上､推薦意見書を添付し､毎年 10月末までに､

別途定める ｢新規指定推薦書｣を厚生労働大臣に提出すること｡また､地

域がん診療連携拠点病院を都道府県がん診療連携拠点病院として指定の推

薦をし直す場合又は都道府県がん診療連携拠点病院を地域がん診療連携拠

点病院として指定の推薦をし直す場合も､同様 とすること｡

(2)がん診療連携拠点病院 (国立がん研究センターの中央病院及び東病院

を除く｡)は､都道府県を経由し､毎年 10月未までに､別途定める ｢現

況報告書｣を厚生労働大臣に提出すること｡

(3)国立がん研究センターの中央病院及び東病院は､毎年 10月末まで

に､別途定める ｢現況報告書｣を厚生労働大臣に提出すること｡

2 指定の更新の推薦手続等について

(1) Ⅰの1及び4の指定は､4年ごとにその更新を受けなければ､その期間

の経過によって､その効力を失 う｡

(2) (1)の更新甲推薦があった場合において､ (1)の期間 (以下 ｢指定

の有効期間｣という｡)の満了の日までにその推薦に対する指定の更新が

されないときは､従前の指定は､指定の有効期間の満了後もその指定の更

新がされるまでの間は､なおその効力を有する (Ⅰの1に規定する第三者

によって構成される検討会の意見を踏まえ､指定の更新がされないときを

除く｡)｡

(3) (2)の場合において､指定の更新がされたときは､その指定の有効期

間は､従前の指定の有効期間の満了の日の翌日から起算するものとする｡

(4)都道府県は､ (1)の更新の推薦に当たっては､指定要件を満たして

いることを確認の上､推薦意見書を添付し､指定の有効期間の満了する日

の前年の 10月末までに､別途定める ｢指定更新推薦書｣を厚生労働大臣

に提出すること｡

(5) Ⅰの 1から3及びIIからⅤまでの一規定は､ (1)の指定の更新について

準用する｡

3 指針の見直しについて

健康局長は､がん対策基本法第 9条第8項において準用する同条第3項の規
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定によりがん対策推進基本計画が変更された場.合その他の必要があると認める

場合には､この指針を見直すことができるものとする｡

4 施行期 日

この指針は､平成 20年4月 1日から施行する｡ただし､Ⅱの 3の (1)の

①及びⅡの3の (2)の②については､平成 22年4月 1日から施行する｡ま

た､Ⅱの 1の (1)の④のクについては､平成 24年4月 1日から施行する｡
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がん診療連携拠点病院の整備に関する指針

(建義の抜粋)

1 我が国に多いがん

肺がん､胃がん､肝がん､大腸がん及び乳がんをいう｡

2 クリティカルパス

検査及び治療等を含めた詳細な診療計画表をいう｡ (クリニカルパスと同じ｡)

3 キャンサーボー ド

手術､放射線療法及び化学療法に携わる専門的な知識及び技能を有する医師そ

の他の専門を異にする医師等によるがん患者の症状､状態及び治療方針等を意見

交換 ･共有 ･検討 ･確認等するためのカンファレンスをいう｡

l4 レジメンl
治療内容をいう｡

5 地域連携クリティカルパス ､

がん診療連携拠点病院と地域の医療機関等が作成する診療役割分担表､共同診

療計画表及び患者用診療計画表から構成されるがん患者に対する診療の全体像を

体系化した表をいう｡ (地域連携クリニカルパスと同じ｡)

6 セカンドオピニオン

診断及び治療法について､主治医以外の第三者の医師が提示する医療上の意見

をいう｡

し丁十.'1
当該療法の実施を専ら担当していることをいう｡この場合において､ ｢専ら担

当している｣とは､担当者となっていればよいものとし､その他診療を兼任して

いても差し支えないものとする｡ただし､その就業時間の少なくとも5割以上､

当該療法に従事している必要があるものとする｡
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匝=:亘司
当該療法の実施 日において､当該療法に専ら従事していることをいう｡この場

合において､ ｢専ら従事している｣とは､その就業時間の少なくとも8割以上､

当該療法に従事していることをいう｡

9 年間入院がん患者数

1年間に入院したがん患者の延べ人数をいう｡

10 放射線療法部門

組織上明確に位置付けられた複数種類のがんに対し放射線療法を行 う機能を有

する部門をいう｡

】11化学療法部面

組織上明確に位置付けられた複数種類のがんに対し化学療法を行 う機能を有す

る部門をいう｡



がん診療連携拠点病院指定一覧表(平成24年4月1日現在)

【都道府県がん診dE速脈 l点病院】 指定年月日lま･指定の効力が発生した年月日

惨考資料剖

1 北声道 独立行政革人Eir立病腕枕7* 北海道がんセンタ- 平成21年4月lEI

2 T赤札 書森井立中央病院 平成22年4月1日

p3 p岩手牡 平成22年4月1日

4 宮城粍 平成22年4月1日

!5 宮城県 東北大学貞院 宮坂県仙台市T兼区王政町1書1号

6 秋EEl県 平成22年4月1日

7 LubA 平硬22年4月1日

8 福島県 平成22年4月1日

l9 茨城県 平成22年4月1日

10 栃木県 栃木県立がんセンタ- 平成22年4月1日

ll FFJt■ 平成22年p4月=∃

12 埼玉札 平成22年4月1El

至13 千JtI

ー4 東京都 平成22年4月1日

∴15 ★書や 平成22年4月1日

16 神奈川県 平成22年4月t日

17 斬fqyk 新潟県畢がんセンタ｣新潟頼宗 一

18 ttlJ叶 富山県立中央病院 平成22年4月=∃

19 石川gtp

2tI 福井gt 福井県立病院 平成22年4月1日

21 山梨yt 山梨県立中央病院 平成22年4月一日

22 長野粍 平成22年4月1日

23 岐阜yt 平鹿22年4月t日

24 幹同県 平成22年4月一日

25 +*申UL 平成22年4月1日 `

26 三重県 平成22年4月一日

:27 1t 滋X粍立成人病センタ- 平成21年4月一日

28 京都府 平成22年4月=∃

:29 京由府 平成21年4月=∃ 1

30 大阪庶 平成22年4月一日

≡31 兵庫県 平成22年4月=∃

32 奈良県 平成22年4月=∃

33 和歌山札

34 A取釈 平成22年4月一日

:35 A租県 平成22年4月1日

36 岡Lll粍 平成22年4月=∃

'37 広声札 平成22年4月1.日

38 山口県 平成22年4月1日



44IItA 医dE捷BE)名 所 在 地 ー 指定年月日

41 愛媛yE 平成22年4月1日

:42 市知県 平成22年4月1日

43 福岡県 平成22年4月1日

44 福岡県

45 佐実県 平成22年4月1日

46 長崎粍 平成22年4月1日

47 熊本札 平成22年4月lEl

≦48 大分札

49 宮崎札 平成22年4月1日

.50 JL焚■叶 平成22年4月1日

51 沖縄凡 平成22年4月1日



【地域がん診療連携拠点病院】

I4*+一 由 鮒 名 所 在 地 指定年月日

I 北海道 市立函館病院 平成21年4月1日

2 北海道 市立札tt病院 平成21年4月1日

3 北海道 砂川市立病院 平成21年4月1日

4 北海道 平成21年4月1日

5 北海道 王子絵全病院 平成21年4月1日

i6 北海道 平原21年4月lEl

7 北海;亡 北見赤十字病院 平成21年4月1日

9 北海道 平成21年4月1日

;10 北海辻 平成21年4月.1日

ll 北海辻 平成21年4月1日

≡12 北海辻 平成21年4月1日

13 北海連 平成21年4月1日

14 北声31 北海辻札tE市中央区如 粂某8丁目5事地 平成21年4月1日

15 北海並 手相渓仁全病院 平成21年4月1日

16 北渡並 平成21年4月1日

ー7 北海道 平成21年4月1El

:ー8 北溶辻 市立旭川病院 平成21年4月=∃

19 北海道 平成21年4月t日

12D 北溶辻 平成23年4月一日

21 書森牡 - 平成22年4月1日

22 書赤札 平成22年4月1日

23 書森県 平成22年4月1日

J24 *i■ 平成22年4月一日

25 書森県 十和田市立中央病院 平成2く)年4月t日

;26 岩手県 岩手県立中央病床 平成22年4月.1El

27 岩手yE 平成22年4月一日

28 岩手yL 平成22年4月1日

29 岩手～■ 平成22年4月一日

:30 岩手yL 平成22年4月1El

3ー 岩手yt 平成21年4月一日

;32 岩手gt 平成2一年4月1El

33 岩手県 岩手県立久慈病院 平成21年4月lEl

･34 宮城県 平成22年4月=∃

35 宮城gt 平成22年4月1El

38 宮城県p 平成22年4月=∃

37 宮城県 大崎市民病院 平成22年4月=∃

･38 宮城県 石巻赤十字病洗 平成22年4月=∃

39 秋EEl県 平成22年4月=∃

40 秋巴県 秋田赤十字病院 平成22年4月一日

41 秋EZl県 平成22年4月‖∃

142 秋田県 平成22年4月1El

43 欲目県 平成22年4月lEl

;44 軟EEl札 大疫市立総合病院 平成21年4月1日



■1■tt 医dE機関名 所 在 地 指定年月El .

46 LIJ形県 平成22年4月1日

=47 山形gL 平成22年4月1日

48 山 平成22年4月1日

49 山形!■ 平成22年4月1日

50 山 El本海総合病院 平成22年4月1日

5ー NlI 平成22年4月1日

52 斗■ 平成22年4月1日

.53 祐AUt 平成22年4月1日

54 祐島県 平成22年4月一日

由 諸島県

56 津島県 平成22年4月tEl

弓57 祐よ県 平成22年4月1日

58 茨城県 平成22年4月一日

359 茨城yE 平成22年4且1日

60 まblJL 平成22年4月1日

l61 茨城gt 平成22年4月ーE3,

62 茨城gt 平成22年4月1日

!63 茨城県 友愛妃念東玩 平成22年4月1E3

64 茨城県 平成22年4月1日

≧65 茨城k 茨坤県東衰城野茨城町桜の細280書地 平成23年4月lEI

66 栃木県 平成22年4月1日

i67 栃木県 平成22年4月1日

68 栃木県 珊協医科大学病床 平成22年4月1日

､69 栃木県 佐野J事生耗含病床 平成22年4月1■臼

70 栃木県 上郡失投全病院 平成22年4月1日

71 群馬粍 前積赤十字柄院 平成22年4月r日

72 群馬札 平成22年4月1日

.73 群馬爪 平成22年4月1日

74 群馬爪 平成22年4月1日

75 群馬9L 平成22年4月1日

76 群馬札 伊勢崎市民病院 平成22年4月1日

77 群馬9B 桐生厚生烏合病院 平成22年4月1日

78 群馬札 平成22年4月1日

79 群鳥丸 平成24年4月lEl

80 埼玉yt 春日部市立病院 平成22年4月lEl

…81 埼玉yL 平成22年4月1Eー

82 埼玉l■ 平成22年4月t≡

l83 埼玉 ■ゝ

84 埼玉gt 平成22年4月1E3

.85 埼玉県 平成22年4月一日

86 埼玉県 平成22年4月一日

88 埼玉県 平成22年4月1日

:89 埼玉県 平成21年4月1El

90 千葉県 平成22年4月lEl

.91 千葉県 平成22年4月1日



■ユー■七 医dE捷関名 所 在 地 指定年月El

92 千束gt 平成22年4月1日

93 千葉県 平成22年4月1日

94 千葉県 平成22年4月1日

95 千葉県 平成22年4月1日

96 千葉県 国保松戸市立病院 平成22年4月1日

97 千葉県 平成22年4月1日.

≦98 千*県

99 千葉9t 平成22年4月1日

∋100 千葉yL 千乗■県木更津l市桜井1010 平成22年4月1日

ー01 干葉yt 平成22年4月1日

103 東京都 平成22年4月1日

.1t】4 兼#& 空路加国磨病院

105 東京都 NIT東日本関東病院 平成22年4月1日

1106 ,庶 都 :日本舞十字社貞まセンターJ 平成22年4月1日

107 東京都 平成22年4月1日

1°08 東京都 平成22年4月1日.

109 東京都 平成22年4月1El

i110 東京都 A, 平成22年4月1日

い1 東京都 平成22年4月1日

;112 xl来由 .武鹿野赤十字病院 ･平成22年4月1日

113 東京音声 平成22年4月1日

ピー14 事末弟 平成22年4月1日

115 東京都 昭和大学病院 平成22年4月1日

116 I★■ ■■■t大手■ 平成23年4月1日

'117 東京都 平成23年4月一日

118. 東京都 平成23年4月1El

119 東京都 公立昭和病院 平成23年4月1El

120 東京都

121 東京都 平成24年4月1日

1122 東京都 平成24年4月lEj

123 東京都 平成24年4月1日

'124 神奈川yt

125 神奈川yE 平成22年4月1日

:126 神奈川gE

127 神奈川県 平成22年4月1日

;128p強琴JElyE 平成22年4月1日

ー29 神奈川県 平成22年4月1日

131 神奈川県 平成22年4月1日

;132 神奈川県 平成22年4月1日

133 神奈川県 北里大学病院 平成22年4月1日

,134 *#JlE# 平成22年4月1日

135 神奈川県 平成23年4月1日



44+tA 医療棟関名 所 在 地 指定年月日

137 ##JlJR 大和市立病院 平成24年4月1日

138 新潟県 平成22年4月1日

:139 新潟県 新潟市民病院 平成22年4月lE]

140 新潟県 平成22年4月1日

:141 新潟県 平成22年4月1日

ー42 新潟県 長岡赤十字病院 平成22年4月1日

143 新潟県 平成22年4月1日

144 新潟県 平成22年4月1日

145 VT51■ 平成22年4月1日

146 書山札 黒部市民病院 平成22年4月=∃

147 書山肌 二 S&2244jnEl

148 盲山県 平成22年4月=∃

;lp49L i山水 平成22年4月1日

150 富山県 JF生連芯EEl病院 平成22年4月一日

:151 事Liu粍 高岡市民病洗 平成22年4月LtEl

152 富山県 平成22年4月1日

155 石川県 平成22年4月tB

154 石川県 平成22年4月1日

:155 看川咋

156 石川県 平成22年4月ltヨ

:157 祐井県p 平成22年4月一日

158 斗キ■ 福井赤十字病院 平成22年4月1日

と159ー 斗井■ 平成22年4月一日

160 福井県 平成22年4月1日

;161 山梨如

162 山梨県 市立甲府病院 平成22年4月1日

I163 p山梨札 平成23年4月1百

164 長野県 平成22年4月1日

165 長野9L 舞故赤十字ホ院 平成22年4月1日

166 長野札 坂田市立病院 平成22年4月一日

167■長野yL 平成22年4月1日.

168 長野札 長野赤十字病院 平成22年4月一日

169 長野9L 長野市民頼院 J

170 長野DL 伊都中央病院 平成21年4月1日

171 岐阜yL 平成22年4月1日

172 岐阜yL 岐阜市民病院 平成22年4月1日

1173 L岐主yL 大垣市民病廃 平成22年4月1日

174 岐阜～■ 平成22年4月1日

:175 良阜yt 平成22年4月‖∃

176 岐阜県 平成22年4月tEl

177 I-IIyt 平成22年4月一日

178 fP同県 平成22年4月一日

179 静岡Ht 淋岡爪立捨合病院

180 rtFq叶 †事同市立静岡病院 平成22年4月1日



JlrII+ 医dE凍朋名 所 在 地 指定年月日

182 rIIUt 平成22年4月1日

183 静岡県 平成22年4月1日

184 静岡県 平成22年4月1日

185 rIfg■ 平成22年4月1日

;ー86 淋同県

187 愛知牡 平成22年4月1日

188 筆力]札

189 愛知札 平成22年4月1日

:190 莞卵 L 平成22年4月1日

191 愛知yE 平成22年4月1日

192 愛知yt 平成22年4月tEl

193 愛知県 海南病院 平成22年4月1日

.194 *ヤ 公立桐生病院 平成22年4月1日

195 愛知県 一宮市立市民病院 平成22年4月一日

【ー96 亜L"妊 LjJ､埠市民車暁 中成22年4月1日

197 愛知県 豊田厚生薪炭 平成22年4月1日

198 愛知娘 安城一生病l熊 平成22年4月1日

199 愛知県 豊溝市民病院 平成22年4月1日

.200. 愛知yt 井田1保息野生大学病院 .I 平成22年4月1日

2tIt 三重yL 平成22年4月1日

.282 三重;I. 平成22年4即 日

203 主1 平成22年4月1日

:204 三I弗 三五県松阪市川井町辛小皇ld2 平成22年4月1日

205 三 平成22年4月1日

二206 土★UL 大津赤十字病院 平成22年4月1Ei

207 漁yl県 公立甲賀病院 平成22年4月1日

き2lo8 渡文県 市立長浜病暁 平成22年4月lEI

209 滋賀県 彦根市立病院 平成21年4月1日

210 渡文県 革X姓大井市#由月*町 平成22年4月lLEa

211 京都府 平成22年4月1日

､212 東あ府 平成22年4月.1日

213 京都府 平成22年4月lE5

214 J京都府 京都市立満床 平成22年4月1日

215 京都府 平成22年4月1日

二216 京葡府 平成22年4月1日

217 京都府 平成22年4月1日

.218 大阪庶 市立島中病読 平成22年4月1日

219 大阪庶 平成22年4月1日

】220 大坂府 平成22年4月1日 .

22ー 大阪庶 平成22年4月1日

:222 大阪府 平成22年4月1日

223 大阪庶 平成22年4月1日

;224L 大阪庶 大阪赤十字病院 平成22年4月1日

225 大阪庶 平成21年4月1日

:226 大阪庶 平成21年4月1日



8iLFRK名 医女様那名 所 在 地 指定年月El

228 大阪府 平成21年4月1日

229 大阪庶 平成22年4月1日

230 大阪庶 平成22年4月1日

:231 兵庫gE 平成22年4月1日

232 兵庫県

233 兵庫yt 平成22年4月.1日

234 兵庫gt 平成22年4月=∃

ー235 兵益井 平成22年4月1日

236 兵庫県 西脇市立西脇病院 平成22年4月=∃

23T r兵庫県 姫路赤十字病床 平成22年4月一日

238 兵庫牡 平成22年4月1日

:239 兵Dt札.赤7i市民病院 平成22年4月1日

240 兵ヰ札 平成22年4月1日

241J兵Pt札

242 兵J書粍 平成22年4月1日

:243 長井yk 平成21年4月1日

244 奈良県 爪立奈良病院 平成22年4月1日

245 奈良yt- 平成22年4月1日

246 兼良yt 平成22年4月1日

1247 奈良県 市立兼良病暁 平成21年4月1日

248 和歌山県 平成22年4月1日

;249 和歌山肌 公立邦X病院 平成2i年4月1日

250 和歌山肌 橋本市民病院 平成22年4月1日

■251和歌山れ 社会保険紀甫頼院 平成22年4月1■日

252 和歌山牡 平成22年4月1日

i之53 A取県 A取れ立中央病院 . 平成22年キ月1EL

254 Jk取県 A取市立病院 平成22年4月1日

255 ▲取県 A取れ立年生病院 平成22年4月1日1

256 JLttI 平成22年4月1日

:257 A准県 松江市立病暁 p 平成22年4月1日

258 島根県 松江赤十字病院 平成22年4月1日

･259 A帯県 A振れ立中央病琉 平成22年4月1月

260 島根県 平成22年4月1日

･261 岡山県 平成22年4月1日

262 岡山札 平成22年4月1日

1/263 pILU■ 平成22年4月1日

264 岡山県

;265 岡山粍 平成22年4月1,日

266 岡山県 平成22年4月1日

,267 中一■ 爪立広A東院 平成22年4月1日

268 広島札 平成22年4月1日

【269 広A札 平成22年4月1日

270 広島叩 平成22年4月1日

271 広声県 平成22年4月1日

272 広A県 平成22年4月1日



+iJ*It 医療機関名 所 在 地 指定年月日

274 広島yL 福山市民病芦完 平成22年4月1日

275 血■ 平成22年4月1日

276 正▲ 平成2p2年4月1日

277 山口県 平成22年4月1日

･278 LU.ロ県 平成22年4月1日

279 山口県 平成22年4月1El

.280 山口県 平成22年4月1日

281 山ロ県 平成22年4月1日

:282 LLrロ.9L 平成22年4月1日

283 徳島9L 徳A県立中央病院 平成22年4月1日

.284 穂AyL 徳A赤十字病院 J 平成22年4月lEl.

285 徳島gt 徳島市民病院 平成22年4月1日

.286 i)lpIgt. 平成22年4月1日

287 寺川gt 高松赤十字病院 平成22年4月1日

288 香川gt 平成22年4月1日

289 暮川■ 三豊総合病院 平成22年4月1日

:290 I+I 住友別子病院 平成22年4月1日

291 ttE+ 平成22年4月1日

L2921壷姐県 -平成22年4月1日

293 愛媛粍 愛嬢県立中央病院 平成22年4月1日

て294 愛媛牡 松山赤十字病院 平成22年4月1日

295 愛は札 市立宇和A病院 平成22年4月1日

296 不知9L 平成22年4月1日

297 +ti]キ 高知赤十字病院 平成22年4月1日

≡29B 76知yL 平成24年4月1日

299 福岡県 平成22年4月1日

:300 狩Pl粍 清岡.県福岡市中央卓天神1丁目沖 46号 平成22年4月1日

SOつ 福岡県 福岡大学病院 平成22年4月1日

.302 7IIIヰ 平成22年4月1.E3

303 福岡県 久留米大学病焼 平成22年4月1日

304 7IIqA 亜マリア病院

305 7IIqUL 平成22年4月1日

306 福岡gt 平成22年4月1日

307 福岡県 版塚病院 平成22年4月1日

308 aFIyL 平成22年4月1日

309 福岡県 平成22年4月1日

p310raIlー 九州LF生年全病院 平成22年4月1日

all 福岡県 産米医科大学病院 平成22年4月1日

′312 佐*県 平成22年4月1日

313 佐X県 平成22年4月1白

.314 佐X県 ･平成22年4月1日

315 長崎県 長崎市立市民病院 平成22年4月1日

316 長崎県 平成2享年4月1日

317 長崎県 平成22年4月1日

318 書●■ 平成22年4月1日

319 長崎県 長崎県島原病院 平成22年4月lE!



■■■It 医療税関名 所 在 地 鵜定年月日

320 熊本県 平成22年4月1日

･321 熊本県 熊本赤十字病院 平成22年4月一日

322 熊本爪 平成22年4月1日

､323 熊本yt 平成22年4月1日

_324 熊本凡 荒尾市民病院 平成22年4月1日

325 熊本yt 平成22年4月lEl

326 熊*.県 平成22年4月1El

:327 1大分県 平成22年4月1日

328 大分県 大分赤十字病院 平成22年4月1日

.32g. 大分県 大分県立病院 平成22年4月1.日

330 大分牡 平成22年4月1日

331 大牢牡 平成22年4月1日

332 大分県 平成23年4月1日

:333 書ーI 札立宮崎病院 平成22年4月1日

334 宮崎県 平成22年4月1日

335 JL咋■■ 平成22年4月1日

336 鹿児島県 平成22年4月1日

;337 虎児A県 平成22年4月1日

338 鹿児島県 平成22年4月1日

339 titA■ 平成22年4月1日

340 鹿児島札 平成22年4月1日

341 zL焚JL■ 平成23年4月1日

342 *サJLt 今絵羊抱合病院 平成24年4月1日

343 沖縄県 沖縄県立中部病院 平成22年4月1日

344 沖縄県 平成22年4月1日

346 平成22年4月1日

ff 34.6病院



参考江料4

(平成 24年 3月9日 ｢がん診療連携拠点病院の指定に関する検討会｣資料 2)

指定要件に基づくがん診療連携拠点病院の指定の考え方

1.指定要件について

指定に当たっては､原則､｢がん診療連携拠点病院の整備について｣(平成

20年3月1日付け健発第0301001号厚生労働省健康局長通知)(以下 ｢指針｣と

いう｡)に定める要件を充足していることとする｡

2.2次医療圏と拠点病院の考え方について

指針において､｢地域がん診療連携拠点病院にあっては､2次医療圏 (都道
府県がん診療連携拠点病院が整備されている2次医療圏を除く｡)に1カ所整

備するものとする｡ただし､当該都道府県におけるがん診療の質の向上及び

がん診療の連携協力体制の整備がより一層図られることが明確である場合

には､この限りではないものとする｡｣と定められている｡

ただし書きについては､これまでの検討会を踏まえると以下のような場合

に認められた病院がある｡

●当該病院を指定することによって､当該医療圏や都道府県のがん診療

体制に期待される相乗効果が､都道府県の推薦意見書に数値目標などを

用い記載されていることD●単に人口が多いということだけでなく.がん患者の通院圏域､拠点病

院間の役割分担､隣接する医療圏との関係等について､都道府県より十

分な説明があること｡●都道府県は､拠点病院の運営が適切に行われるための体制を確保する
よう努めること｡

3.診療実績がない場合の考え方について

指針において､｢我が国r=多いがん (肺がん､胃がん､肝がん.大腸が41
及び乳がんをいう｡以下同じ｡)及びその他各医療磯関が専門とするがんに

ついて､手術､放射線療法及び化学療法を効果的に組み合わせた集学的治療

及び緩和ケアを提供する体制を有するとともに､各学会の診療ガイドライン

に準ずる標準的治療等がん患者の状態に応じた適切な治療を提供すること｡J
･と定められている｡

｢集学的治療及び緩和ケアを提供する体制｣については､これまで肺がん

等で報告期間において診療実績 (特に手術)がなくとも､当該医療圏の状況

等を勘案し指定された病院はある｡
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